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支
払

の
抗
辯

i

手

形
抗
辯

研

究

の

二

i

山

尾

時

三

L
a
d
e
n
b
u
r
g

に
依

つ
て
最
も
見
解
の
分
岐
す
る
處
と
せ
ら
れ
、
V
o
l
k
n
a
r
-
L
o
e
w
y
が
尚

未

解

決
と
看
ら
る
べ
き
問
題
な

)

)

り
と
し
、
且

つ
多
数
の
獨
逸
學
者
が
、
個

々
の
手
形
抗
辯

の
討
究

の
際
に
盛
に
取
扱
ふ
も
の
玉

一
で
あ
る
庭
の
、
支
払
の
抗
辯

(
d
i
e

E
i
n
r
e
d
e
 
d
e
r
 
 
Z
a
h
l
u
n
g
)

を
本
論
文
に
於
て
研
究
し
て
み
や
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て
は
、

理
論
的
に
は
、
問
題

を
二
點

に
分
け
る
の
が
正
當
と
せ
ら
る
、
事
で
あ
ら
う
。
即
ち

一
は
、
手
形
法
に
於
け
る
支
払

の
概
念

の
問
題

、
換
言
す
れ
ば
手
形

曹

の
支
払
と
、
他
の

一
般
債
務
の
支
払
と
は
、
支
払

に
固
有
な
る
作
用
を
有
す
る
支
払

と
構
せ
ら
る
、
が
た
め
に
は
、
そ
の
要
件
に
別

異
な
點
が
あ
る
か
否
か
の
門
題
で
あ
り
、
更
に

一
般
債
務
の
辨
濟
に
あ
り
て
は
、
そ
れ
を
爲
せ
し
者
が
、
そ
れ
を
爲
す
の
義
務
あ
り

し
場
合

と
、
し
か
ら
ざ
る
場
合

と
あ
り
、
而
し
て
前
の
場
合
に
於
て
は
,
或
は
主
た
る
債
務
者
と
、
保
證
債
務
者
と
の
地
位
の
二
重
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的
な
存
在
を
認
め
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
手
形
に
於
て
は
是
と
異
り
、
そ
の
手
形
関
係

の
特
質
た
る
、
覇
束
性
、

競
合
性
、
層
次
性
に
よ
り
、
主
た
る
債
務
者
、
及
び
、法
律
に
よ
つ
て
手
形
法
鎖
の

一
環
た
ら
し
め
ら
れ
た
複

数
の
債
務
者
が
、
現
手

形
所
持
人
に
勤
し
、
前
後
の
関
係

に
於
て
横
断
的
に
存
在
す
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
後
種
の
債
務
者
は
、
自

己
よ
り
先
に
所
謂
手
形

圏
に
這
入
り
込
ん
だ
者

に
対
し

て
は
、

一
定
條
件
の
下
に
、
権
利
者
た
る
の
地
位
を
獲
得
す
る
の
可
能
が
與

へ
ら
れ
て
居
り
、
而
し

て
是
等
の
債
務
者
と
難
も
,
上
述
し
た
そ
の
本
來

の
資
格
を
は
な
れ
て
の
支
払

を
も
爲
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
從
つ
て
、
或
資

格
、
或
地
位
に
於
て
把
持
せ
ら
れ
る
處
の
支
払

の
意
味
が
、
手
形
法
に
於
て
は
特
に
攻
究
に
値
す
る
こ
と
」
な

る
繹
で
あ
る
。
か
玉

る
理
由
か
ら
し
て
の
、
手
形
関
係

に
特
有
な
る
債
務
者
の
地
位
、
資
格
に
胚
胎
す
る
支
払

の
特
異
性
の
吟
味

が
、
即
ち
後

の

一
の
問

題
を
構
成
す
る
課
な
の
で
あ
る
。

而
し
て
前
の
問
題
は
総
べ
て
の
支
払

に
つ
い
て
生
じ
得
る
も

の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

主
た
る

債
務
者
自
身
に
よ
る
.
或
は
此
の
者
の
爲
に
す
る
支
払

に
於

て
、
此
職
を
攻
究
す
る
の
が
、
研
究

の
進
行
上
特

に
適
切
な
る
も
の
と

思
惟
す
る
が
故
に
、
後

の
問
題

の
研
究
過
程
に
於

て
、
之
に
接
燭
す
る
こ
と
」
す
る
。
そ
こ
で
後

の
問
題
に
入
る
な
ら
ば
.
即
ち
、

「

引
受
人
、
支
払

人
、
約
束
手
形
の
振
出
人
が
、
そ
の
資
格
に
於

て
支
払

へ
る
か
、
或
は
、
共
等

の
者

の
た
め
に
支
払
が
あ
り

(
た
る
場
合
、

上
述
せ
る
者
は
、
手
形
関
係

に
於
け
る
主
た
る
債
務
者
で
あ
る
か
、
或
は
第

一
次
に
支
払

を
な
す
べ
き
者

と
し
て
、
手
形
面
上
、



形
式
的
委
託
を
受
け
た
者
で
あ
る
か
ら
、
從

つ
て
、
是
等
の
者
に
珍
り
、
或
は
爲
に
支
払

が
あ
り
、
而
し
て
支
払
受
領
の
記
載
あ
る

手
形
の
返
還
あ
り
し
時
は
、當
該
手
形
に
依
擦
す
る
総

べ
て
の
法
律
関
係

が
溝
滅
す
べ
き
こ
と
は
、當
然
と
謂

は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

故

に
學
説
上
此
貼
に
つ
い
て
は
更
に
争
が
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
支
払
受
領
の
旨
の
記
載
あ
る
手
形
の
返
還
な
か
り
し
場
合
、即

ち
、
全
然
記
載
す
る
こ
と
無
か
り
し
か
、
或
は
記
載
は
之
を
爲
せ
し
も
、
そ
の
手
形
を
受
戻
す
こ
と
無
か
り
し
場
合

に
於
で
・
(
甲
)

支
払

受
領
者
に
対
し

て
、(
イ
)自
ら
支
払

を
爲
せ
る
、或
は
爲
に
支
払
あ
り
た
る
上
述
の
者
、
及
び
、(
・
)そ
の
他
の
債
務
者
・
例
之
よ
」

述
の
者
の
保
證
人
、償
還
義
務
者
、就
中
償
還
義
務
者
は
如
何
な
る
関
係

に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
、(
乙
)
自
ら
支
払

へ
る
、或
は
爲
に
支

佛
あ
り
た
る
上
述
の
者
の
、
支
払

後
に
手
形
を
取
得
せ
る
者
に
対
す
る
関
係

如
何
の
鮎
で
あ
る
。
是
等
の
鮎

に
つ
い
て
は
、
學
説
上

か
な
り
の
種

々
相
を
展
望
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
重
な
る
も
の
を
白
描
し
,
而
し
て
、
そ
れ
を
批
評
し

つ
」
自
説
に
辿
り

つ
く

の
方
法
を
採
る
こ
と
に
す
る
。

先
づ
甲
の
問
題
か
ら
研
究
し
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
上
述

(
イ
)
の
貼
に
於
て
は
、
(
ロ
)
の
解
説
に
よ
り
自
ら
判
明
す
る
事
以

外
、
特
に
問
題
と
せ
ら
る
べ
き
も
の
も
な
い
か
ら
、
直
に
(
ロ
)
の
貼
を
攻
究
の
対
象

と
す
る
。
そ
う
す
る
と
學
説
上
、

㈹

④

男
・器
&

は
、

満
期
日
後
に
上
蓮
の
者
に
よ
り
、
或
は
、
そ
の
者
の
爲
に
,
支
払
請
求
の
形
式
的
権
限

あ
る
者
に
対
し

て
爲
さ
れ

た
る
手
形
の
支
払
は
、
手
形
自
身
よ
り
生
す
る
隔
支
払

の
抗
辯

を
発
生

せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
気

從

つ
て
、
そ
の
支
払

が
手
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形
よ
り
明
白
で
あ
る
か
否
か
に
關
す
る
虜
な
く
、引
受
人
が
受
領
者
に
対
し

て
、
支
払
の
抗
辯
を
提
出
し
得

る
の
み
な
ら
す
、
振
出

人
、
裏
書
人
も
、
前
述
せ
る
前
提
の
下
に
、
手
形
金
額
の
支
払

あ
り
た
る
こ
と
を
援
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
,
支
払

が
、

支
払

拒
絶
證
書

作
成
前
に
行
は
れ
た
場
合

に
限
る
。
何
者
、
か

㌧
る
支
払

に
し
て
,
は
じ
め
て
償
還
請
求
椹
を
終
止
せ
し
め
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
私
は
、
彼

の
見
解
に
つ
い
て
は
,
一
半
を
是
と
し
、
一
半
を
否
と
す
る
。
即
ち
彼
れ
が
、
手

形
面
よ
り
、
そ
の
支
払
が
明
白
な
り
や
否

や
に
關
せ
す
、
主
た
る
債
務
者
の
み
な
ら
す

、償
還
義
務
者

に
も

手
形
金
額
の
支
払
あ
り

た
る
旨
の
主
張
を
許
す
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。
乍
然
そ
の
理
由
は
感
心
能
き
な
い
。
彼
が
明
白
な
り
や
否
や
を
無
関
係

と
す
る

の
は
、
支
払
は
、手
形
法
の
基
準
に
從
つ
て
、手
形
よ
り
生
す
る
総

べ
て
の
権
利
を
浩
滅
せ
し
む
る
事
を
理
由
と
し
て
、直

に
手
形
法

に
基
礎
あ
る
抗
辯

と
見
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
私
の
理
由
と
す
る
慮
は
後
述
す
る
が
、此
虚
で
は
彼
、
の
如
き
軍
純
な
る
考
察
は
、

直
に
、(
乙
)
の
問
題
に
於
て
そ
の
弱
点
を
暴
露
し
た
と

一
言
す
る
に
止
め
る
。
私
が
特

に
非
と
す
る
虚
は
、
そ
の
後
半
で
あ
る
。
即

ち
、
振
出
人
、
裏
書
人
が
、
支
払

受
領
者
に
対
し

て
、
上
述
の
者
に
よ
る
、
或
は
上
述
の
者
の
爲
に
な
さ
れ
た
る
支
払

を
援
用
す

⑲

る
こ
と
の
可
能
な
る
が
た
め
に
は
、
そ
の
支
払
が
拒
絶
證
書

の
作
成
前
に
爲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
爲
す
鮎

で

あ
る
。
彼
れ
の
理
山
と
す
る
處
は
、
彼
自
身
の
表
現
を
、
合
理
的
に
補
正
し
な
が
ら
理
解
す
る
な
ら
ば
、
か
く
観
得

る

で

あ

ら

う
。
郎
ち
支
払

の
拒
絶
、
及
び
、
拒
絶
證
書

の
作
成
に
よ
り
、
手
形
所
持
人
に
対
し

て
、
振
出
人
、
其
他

の
前
者
の
償
還
義
務
は



鼓
に
確
定
的
の
も
の
と
な
り
、
從

つ
て
所
持
人
は
、
引
受
人
及
び
償
還
義
務
者
の
い
つ
れ
な
り
と
随
意
に
請
求
し
得
る
地
位
を
獲

得
し
、
而
し
て
各
債
務
者
は
、
い
つ
れ
も
廣
義
に
於
け
る
手
形
の
支
払

に
鷹
ず
る
債
務
を
、
独
立

的
に
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
が

故
に
、
他
人
の
支
払
に
よ
り
、
自
己
の
債
務
を
冤
れ
る
べ
き
理
由
が
無
い
と
。
乍
然
此
の
理
山
を
構
成
す
る
彼
の
見
解
は
、
前
者

が
償
還
義
務
を
履
行
す
べ
き
前
提
の
充
實

の
問
題
と
、
そ
の
結
果
と
し

て
確
定
せ
ら
れ
た
担
保
責
任
の
内
部
的
独
立

の
問
題
と
を

混
清
す
る
の
,
重
大
な
る
過
誤
を
犯
し
て
居
る
も
の
と
信
ず

る
。
私
は
、
前
者
の
担
保
責
任
を
以
て
、
満
期
日
に
、
引
受
人
等
に

)

よ
り
て
手
形
が
支
払

は
れ
な
か
つ
た
事
か
ら
、
所
持
人
が
爲
め
に
蒙

つ
た
損
害

の
、
法
定

の
範
囲

に
於
け

る
賠
償
を
、
そ
の
本
質

と
爲
す
も
の
と
考
ふ
る
が
故
に
、
從

つ
て
、
そ
の
性
質
が
、
拒
絶
證
書

の
作
成
な
る
形
式
的
行
爲

の
前
後

に
於
て
差
異
あ
る
も
の

と
は
考

へ
ら
れ
無
い
。
拒
絶
證
書

の
作
成
は
.
前
者
が
そ
の
澹
保
責
任
を
つ
く
す
に
際
し
て
の
、
常
素
的
前
提
た
る
の
み
。
之
に

反
し
て
、
主
た

る
債
務
者
(或
は
支
払

人
)
に
よ
る
、
及
び
そ
の
者
の
爲
に
す
る
支
払

の
不
實
現
は
、
要
素
的
前
提
で
あ
る
。
故
に

主
た
る
債
務
者
、
叉
は
第

一
次
に
支
払

を
爲
す
べ
き
者
と
し
て
、手
形
面
上
委
託
せ
ら
れ
た
者
に
よ
り
、或
は
そ
れ
ら
の
者

の
爲
に
、

支
払

あ
る
時
は
、
既
に
拒
絶
證
書

か
作
成
せ
ら
れ
た
か
否
か
を
問
は
す
、
前
者
の
償
還
義
務
は
、
そ
の
前
提
の
欠
訣
に
よ
り
、
當

然

に
消
滅
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
の
正
當
な
事
は
、
更
に
疑
を
容
る
」
の
余
地

が

無

い
.も

の
と

信

す

る
。

中

O
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ノ
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L
e
h
m
a
n
n
,
G
r
u
n
h
u
t
,
V
o
l
k
m
a
r
-
L
o
e
w
y

は
此
鮎
に
つ
い
て
は
私
と
見
解
を

一
に
す
る
。
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W
a
c
h
t
e
r

は
、
支
払

人
の
そ
の
資
格
に
於
け
る
支
払

は
、
総

べ
て
の
償
還
義
務
者
が
、
之
を
主
張
し
得

る

も

の

で

あ

る
.

(が
、
但
し
,
i
n
 
d
e
r
 
R
e
g
e
l

に
、
支
払
.が
手
形
上
に
記
載
せ
ら
れ
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
も
か
ら
ざ
る
時
は
、
支
払

が
引

受

人
に
よ
り
て
爲
さ
れ
、
叉
は
明
白
に
引
受
人
の
爲
に
な
さ
れ
た
時
に
限
り
、
引
受
人
が
、
支
払

受
領
者
に
対
し

て
対
抗
し
得
る
も

.

均

の
と
解
す
る
。
H
a
r
t
m
a
n
nも
、
略
同
見
で
あ
つ
て
、
引
受
人
が
、
受
領
の
記
載
あ
る
手
形
の
返
還
を
受
け

る
こ
と
な
く

し

て
、
呈
示
者
に
、
自
ら
或
は
代
理
人
に
よ
り
て

一
度
支
払

つ
た
場
合
に
、
受
領
者
の
再
請
求
に
遭
遇
せ
る
時
は
、此
者
に
対
し

て
は

直

に
抗
辯
を
提
出
し
得
る
も
の
で
、
そ
れ
は
、
d
i
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
 
d
o
l
i

に
そ
の
根
低
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
乍
然
、
引

受

人
,

に
よ
つ
て
満
足
を
受
け
た
手
形
所
持
人
が
,
お
そ
ら
く
は
引
受
人
の
不
在
に
乗
じ
て
拒
絶
證
書

を
作
成
せ
し
め
て
、
前
者

に
請
求

ぜ
る
時
は
、
請
求
を
受
け
た
前
者
は
、
そ
の
抗
辨
が
、
d
i
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
 
d
o
l
i

と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
な

い
限
り
、
引
受
人
に
よ

り
、
手
形
的
な
ら
ざ
る
形
式

に
於
て
給
付
せ
ら
れ
た
支
払
を
援
用
し
得
な
い
。
何
者
、
彼
は
手
形
に
対
し

て
は
、
自
己
の
、
独
立

㈹

的
な
、
総
べ
て
の
他

の
法
律
開
係
に
無
関
係

な
手
形
義
務
か
ら
、責
任
を
負
ふ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
と
謂
ふ
。
B
o
r
c
h
a
r
d
も

亦
、

一
面
に
於
て
、
手
形
の
遡
及
は
、
引
受
人
の
支
払

の
不
實
行
に
よ
り
生
じ
、
他
面
、
引
受
人
に
よ
る
手
形
の
受
戻
に
よ
り
、

手
形
は
そ
の
運
行
を
完
了
し
、
終
了

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
安
當
す
る
引
受
人
の
支
払

は
次
の
如
き
も
の
で
あ

る
。
即
ち
、
引
受
人
が
支
払
を
手
形
條
例
に
規
定
あ
る
形
式
に
於
て
爲
す
か
、
或
は
、
引
受
人
が
支
払

給
付
の
際

に
、
形
式
的
権
・



限
あ
る
受
領
者
と
、
明
白
に
、
そ
れ
は
箪
に
ロ
頭
で
も
か
ま
は
な
い
が
、
協
定
を
爲
し
た
か
、
或
は
、
民
法
が
そ
の
協
定
を
、
行

動
よ
り
し
て
、
手
形
に
よ
つ
て
発
生

せ
し
め
ら
れ
た
債
務
関
係

が
、
支
払

に
よ
り
、

一
般
的
に
。
そ
の
給

付
せ
ら
れ
た
支
払

の
額

だ
け
消
滅
せ
し
め
ら
る
べ
き
も
の
と
理
解
す
る
場
合
で
あ
る
。
か
、
る
場
合
に
、
受
領
せ
る
債
権
者
が
、
前
者
に
、
手
形
に
記
載

あ
る
全
額
を
請
求
す
る
時
は
、
彼
に
は
悪
意
あ
り
と
謂
は
ざ
る
を
得
な

い
。
乍
然
進
ん
で
、
引
受
人
の
総

べ
て
の
支
払

に

つ

い

て
、
W
e
c
h
s
e
l
n
e
x
u
s

に
よ
り
て
債
務
づ
け
ら
れ
て
居
る
全
員
に
対
す

る
債
権
を
、
浩
滅
せ
し
め
る
意
思
を
以
て
爲
さ
れ
た
も
の

と
、
無
條
件
に
推
定
し
,
是
に
反
す
る
合
意
を
特
に
必
要
と
す
る
の
は
、
手
形
法
の
形
式
的
性
質
に
相
鷹

し
な
い
の
み
な
ら
す
,

反
つ
て
矛
盾
す
る
も

の
で
あ
る
。
何
者
、
個

々
の
、
手
形
債
務
負
憺
行
爲
、
即
ち
振
出
、裏
書
『
引
受
は
、相
異
れ
る
、
独
立
的
な
、

手
形
的
な
債
務
負
担

行
爲
で
、
そ
れ
は
各
人
を
し
て
、
自
己
の
意
思
表
示
か
ら
し
て
、
手
形
に
記
載
あ
る
全
額
に
対
し

て
責
任
を

励

負
は
し
め
、
か
く
し
て
S
o
l
i
d
a
r
i
t
a
t

が
創
造
せ
ら
る
」
か
ら
で
あ
る
と
論
す
る
。
H
o
f
f
m
a
n
n
も
・
引
受
人
が
手
形
に
含

ま
れ
て
居
る
記
載
に
從
つ
て
支
払

へ
る
時
は
、
総
べ
て
の
債
務
の
消
滅
を
來
す
と
謂
ふ
の
で
あ
る
が
、此
の
立
言
が
、善
意
に
償
還

義
務
を
履
行
せ
る
前
者
の
法
律
関
係

を
如
何
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
此
場
合
問
題
と
し
な
い
と
し

て
も
、若
し
も
記
載
な

き
時
は
、前
者

が
、自
己
の
支
払
を
、
そ
の
受
領
者
に
対
し

て
拒
否
し
得
な
い
事
を
も
意
味

せ
し
め
て
居
る
も
の
な
ら
ば
、同
様
な
る

.見
解
を
持
す
る
學
者
と
し
て
挙
げ
得
る
で
あ
ら
う
。
さ
て
上
円述

せ

る

所

に

よ

り
、
W
a
c
h
t
e
r
,
 
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 
B
o
r
c
h
a
r
d
,

支
払

ノ
抗
辯

ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ

ニ
f

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

七



支
挽

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
-
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第

一
巻
第

一
號
)

D

八

H
o
f
f
m
a
n
n

の
所
説
は
、
前
者
も
そ
の
支
払
を
担
み
得
る
が
た
め
に
は
、
受
領
せ
る
旨
の
手
形
上
の
記
載
の
存
在
は
、

之
を

必
要
と
す
る
こ
と
が
そ
の
共
通
な
る
特
徴
を
な
し
て
居
る
の
を
知
り
得
る
。
乍
然
私
は
そ
れ
に
は
賛
成
能
き
な
い
。
受
領
記
載

の

持
つ
意
味

に
つ
い
て
は
、
上
掲
(
乙
)
の
黙
を
検
討
す
る
に
際
し
て
詳
蓮
す
る

こ
と
と
し
、
此
虚
で
は
、
商
法
第
四
八
三
條
が
、
第

一
項
に
於
、て
、

『
支
払
ハ
爲
替
手
形
卜
引
換

二
非

サ
レ
ハ
之
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
要

セ
ス
』
と
規
定
し
、
そ
の
第

二
項
に
於
て
、

『
支

梯
ヲ
爲

ス
者

ハ
所
持
人
ラ
シ
テ
爲
替
手
形

二
其
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
旨
ヲ
記
載
セ
シ
メ
且
之

二
署
名
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定

し
、
第
四
八
四
條
第
二
項
が
、

『
一
部
ノ
支
払
ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
所
持
人

ハ
其
旨
ヲ
爲
替
手
形

二
記
載

シ
且
其
爲
本
ヲ
作
リ
署
名

ノ
後
之
ヲ
交
付

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
』
と
規
定
し
、
而
し
て
其
等
が
第
五
二
九
條
に
よ
り
約
束
手
形
に
、
第

五
三
七
條
に
よ
り
小
切

手

に
準
用
せ
ら
る
」
理
由
を
素
描
す
る
に
止
め
る
。
何
者
、
前
述
し
た
學
者
が
記
載
を
要
求
す
る
根
擦
は
、
實
定
法
的
に
は
、
我

醐

國
の
是
等
の
規
定
に
照
應
す
る
庵
の
、
獨
逸
手
形
條
例
第
三
九
條
に
、之
を
覚
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
私
は
第

四

八

三

條
、
第
四
八
四
條
第
二
項

の
存

す
る
所
以
は
、手
形
が
流
通
證
券

と
し
て
、
多
数
人
間
を
輻
々
す
る
可
能
性

あ
る
瓢
に
か
ん
が
み
、

そ
の
流
通

の
保
障
と
し
て
、法
律
技
術
上
、
抗
辯
椹

の
制
限
な
る
制
度
が
創
造
せ
ら
れ
、
而
し
て
、
支
払
.の
抗
辯

と
難
も
、
支
払
人
の

個
人
的
事
由
に
基
く
も

の
な
る
貼
に
於
て
、
他

の
所
謂
人
的
抗
辯

と
は
別
異
に
取
扱
は
る
べ
き
何
等
の
理
由
も
無
い
。
此
の
事
を

前
提
と
し
て
、
而
し
て
そ
う
す
る
以
上
は
、
支
払

へ
る
者
の
保
護
も
亦
考
慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
法
律
が
、
・所



持
人
か
ら
受
領
の
記
載
あ
る
手
形
の
返
還
あ
る
迄
は
、
支
払

を
拒
む
こ
と
を
可
能
と
す
る
手
段
に
出
た
の
で

あ
る
。
從
つ
て
、
手

形
の
受
領
の
記
載
と
、
受
戻
し
と
は
、
支
払

者
の
利
益
顧
慮
よ
り
生
す
る
現
象
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
既
に

一
度
支
払

を
受
領
せ

る
者
が
、
他
の
債
務
者
に
再
び
請
求
す
る
に
際
し
て
、
か
ゝ
る
手
續
の
欠
歌
か
ら
何
等
か
の
利
益

を
享
受
し
得
る
が
底

の
事
を
、企

圖
す
る
も

の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
支
払

の
受
領
者
に
潟
し
て
は
、
手
形
債
権

の
性
質

の
特
異
性
に
基

い
て
、
支

め

佛
に
、
そ
れ
の
通
常
の
効
力
を
拒
否
す
べ
き
事
を
,
上
述
し
た
條
文
か
ら
し
て
は
更
に
導
き
出
し
得
な
い
も
の
と
信
す
翫
。
か
く

し
て
私
は
、
上
述
し
た

を
W
a
c
h
t
e
r
,
 
H
o
f
f
m
a
n
n
,
 
B
o
r
c
h
a
r
d

等
の
見
解
は
、
之
を
支
持
し
得
な
い
も
の
と
考

へ
る
。

響

沼

24

25

蒲

ゴ

の

そ

こ
で

現
在

に
於

て
は

、

多

く

の
學

者

、
例

へ
ば

、
T
h
o
l
,
 
S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
W
i
e
l
a
n
d
,
 
K
o
r
n
,
 
D
e
r
n
b
u
r
g
,
 
H
a
h
n
,

(

①

①

働

恥

鋤

糊

偽

.

oっ

L
a
d
e
n
b
u
r
g
,
 
M
a
n
s
f
e
l
d
,
 
H
a
r
b
u
r
g
e
r
,
 
J
a
c
o
b
i
,
 
H
e
l
l
w
i
g
,
 
H
.
 
0
.
 
L
e
h
m
a
n
n
,
 
V
o
l
k
m
a
r
L
o
e
w
y
,
 
H
e
i
n
s
h
e
i
m
e
r
G
e
i
l
e
r
,

り

一り

9
、

の

の

リ

M
i
c
h
a
e
l
i
s
,
 
C
a
n
s
t
e
i
n
,
 
R
e
h
b
e
i
n
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
G
r
i
i
n
h
u
t
,
 
M
.
 
u
.
 
M
.
 
S
t
r
a
n
z

等
は
、
記
載
及
び
受
戻
し
の
如
何
に
關
せ

す
、
引
受
人
、
支
払

入
、
叉
は
約
束
手
形
の
振
出
人
に
よ
る
支
払

、或
は
、そ
れ
ら
の
爲
の
支
払

あ
り
し
時
は
、
是
等

の
者
本
人
は

勿
論
、
前
者
も
そ
の

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
受
領
者
の
自
己
に
対
す

る
請
求
を
、
拒
絶
し
得
べ
き
こ
と
を
認
む
る
の
で
あ
る
。
私

は
そ
の
正
當
な
る
事
を
勿
論
信
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
現
象

の
説
明
に
就

い
て
は
、上
述
せ
る
同

同
結
論

の
學
者

に
於
て
も
、
そ

ゐ
方
法
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
掲
し
た
第

一
の
問
題
に
つ
い
て
抱
懐
ぜ
ら
る
」
見
解
の
違
ひ
に
胚
胎
す

る

の

で

あ

支

携

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

九
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払
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抗
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辯
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究
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號
)
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一
〇

働

る
。
即
ち
上
述
せ
る
第
四
八
三
條
、
第
四
八
四
條
第
二
項
の
結
果
と
し
て
、
受
領
記
載
の
手
形

の
返
還
あ
る
迄
、
又
は

一
部
支
払切

の
旨
を
手
形
に
記
載
し
、
且
つ
鴇
本

の
交
付
あ
る
迄
、
手
形
債
務
者
に
於
て
、
そ
の
支
払
を
拒
み
得
る
こ
ど
は
明
白
で
あ
る
が
双

其
等
の
事
無
く
し
て
支
払
が
あ
り
た
る
場
合
に
於
て
、
そ
の
支
払
は
如
何
な
る
致
果
を
生
す
る
も
の
で
あ
る

か
、
手
形
債
権
は
消

滅
す
る
か
、
而
し
て
そ
れ
は
絶
対

的
に
か
、
和
封
的

に
か
、
或
は
債
権

自
塩
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
単
に

受
領
者
に
劃
す
る
抗

辮
を
発
生

せ
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
、
而
し
て
此
の
抗
辯

の
利
益
を
受
け
る
範
囲

は
如
何
、
の
問
題
は
、
上
掲
の
規
定

か
ら
し
て
は
、
直
接
的
な
解
答
を
期
待
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
解
答

の
如
何
に
よ
り
て
は
、
手
形
法
に
於
け
る
支
払

は
、
特
別
な
要
件
を
備

へ
て
は
じ
め
て
、

一
般
の
場
合
の
支
払

に
附
着
す
る
奴
果
が
輿

へ
ら
る
～
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
從
つ

て
、
今
討
究

の
対
象
た
る
貼
に
つ
い
て
も
、
通
説
の
如
き
結
論
が
採
揮
せ
ら
る
～
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
は
受
領
者
の
手
形
債
権

が
消
滅
し
た
か
ら
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
受
領
者
に
対
す
る
抗
辯

擢
が
、
自
ら
或
は
爲
に
支
払
は
れ
た
者
、
及
、ぴ
総
べ
て
の
前
者

の
た
め
に
生
す
る
結
果
で
あ
る
か
、
此
粘
に
つ
い
て
も
亦
、
上
掲
條
文
は
更
に
解
決

の
基
準
を
與

へ
な

い
。
是
れ
學
説
の
左
右
す

る
所
以
で
あ
る
。
今
そ
の
學
説
を
景
観
す
る
に
、

天

一)
巽
筈
毎
軌

は
、
手
形
債
務
の
浩
滅
は
、
寧
ろ
、
原
則
的
に
は
、
實
燈
的
債
権

法
の

一
般
原
理
に
從
つ
て
生
す

る
も

の

(で
、
た
穿
消
滅
事
由
が
、
文
言
的
債
務
の
特
質
に
よ
り
、
即
ち
第
三
者
が
消
滅
事
由
を
了
知
す
る
こ
と
無
く
、
手
形
法
の
認
む



働

る
形
式
に
於
て
手
形
を
取
得
し
た
と
云
ふ
事
情
に
よ
り
、
交
切
せ
ら
る
製
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
、
 
L
a
d
e
n
b
u
r
g
は
、
支
払

の
抗
辯
は

一
般
法
律
原
理
に
よ
り
て
判
噺
せ
.ら
る
べ
き
で
、
総

べ
て
の
支
沸
に
よ
り
債
務
は
消
滅
す
る

の
で
あ

る

と

謂

ひ
、

劫

H
a
r
b
u
r
g
e
r

も
、
支
払

を
受
領
せ
る
者
は
手
形
所
有
者
た
る
こ
と
を
止
め
た
の
で
あ
つ
て
、
假
令
支
払

者
が
、
手
形
を
支
払

㈹

受
領
者
の
手
に
尚
淺
し
て
置
い
て
も
。
別
に
変
り
は
な
い
も
の
と
す
る
。
更
に
W
i
e
l
a
n
dも
、
私
法

の

一
般
的
原
則
の
適

用

は
・
善
意
取
得
者
の
必
要
に
應
す
る
範
囲

に
於

て
の
み
例
外
が
設
け
ら
る
曳
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
假
令
無
形
式
の
支
払

で
も
・
そ
れ
が
消
滅
意
思
を
以
て
給
付
せ
ら
る
.㌧
以
上
は
眞
正
の
履
行
で
あ
つ
て
、
軍
に
善
意
の
第
三
取
得
者
に
対
し

て

の

㈹

み
、
支
払

あ
り
た
り
と
謂
ふ
證
券
よ
り
認
知
し
得
ら
れ
な
い
事
實
は
数
力
が
無
い
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
、
J
a
c
o
b
iも
、

債

樺
の
消
滅
原
因
は
、文
言
的
有
価
證
券

に
あ
り
て
も

一
般
的
原
則
に
從

つ
て
作
用
す
る
、乍
然
、
何
人
か

野
證
券

に
よ
り
て
形
式

的
に
権
限

づ
け
ら
れ
て
居
る
限
り
に
於
て
は
、
権
利
の
外
観
は
尚
存
続

す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、此
者
は
證
券

に
記
載
ぜ
ら
る

る
通
り
に
、
即
ち
消
滅
原
因
が
発
生
せ
ざ
り
し
か
の
様
に
.
権
利
づ
け
ら
れ
て
見
え
る
が
、
し
か
し
債
権

自
體

は
何
等
の
数
力
を

働

も
有
し
な
い
も
の
と
説
く
の
で
あ
る
。
M
a
n
s
f
e
l
d
も
、手
形
債
権

の
性
質
か
ら
、
支
払
に
そ
の
通
常

の
効
果
を
拒
否
す
べ
き
、

)

)

何
等
の
理
由
を
も
導
き
出
し
得
な
い
と
主
張
す
る
。
同
様
な
見
解
を
持
す
る
も
の
と
し
て
は
樹
、
H
e
l
i
w
i
g
,
 
C
o
s
a
c
k

等
を

働

あ

げ

得

る
。
G
r
i
n
h
u
t

も

、

一
部
支
払

に

つ
い

て

は

同

「
の
理

を

認

め
、

一
部
支
払

の
記

載

が
放

置

せ
ら

る

る
も

、

し

か

支
払

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

一
一
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㎝

も
そ
の
範
囲

に
於
て
、
支
払
受
領
者
に
樹
し
て
は
,手
形
か
ら
生
す
る
権
利
が
、決
定
的
に
消
滅
す
る
と
謂

ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
上

、

述
し
た
學
者

の
主
張
す
る
庭
は
、
(
A
)
支
払
そ
れ
自
瞳
に
關
す
る
限
り
は
、
一
般
私
法
の
規
定
が
そ
の
儘

に
適
用
あ
る
。
(
b
)從

っ
て
.
支
払
受
領
者
が
、何
等
か
の
理
由
に
よ
り
術
そ
の
手
中
に
存
す
る
手
形
に
基
い
て
、
支
払
を
請
求
す

る
時
に
は
、
原
則
と
し

て
、
既
に
支
払
を
爲
せ
る
者

の
み
な
ら
す
、
他
の
前
者
も
支
払

を
拒
み
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
支
払

が
あ
つ
た
慕

①

で
充
分
で
あ
つ
て
、
或
論
者
の
爲
す
様
に
、
悪
意
の
抗
辯
を
持
出
す
必
要
は
な
い
と
謂
ふ
に
あ
る
。
但
し
上
蓮
し
た
學
者
の
う

ち
で
も
、
今
要
約
し
た
處
と
は
、
多
少
異
つ
た
見
地
に
立
脚
し
て
居
る
論
者
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
,
上
述
(
b
)
の
點

㈲

に
つ
い
て
、
L
a
d
e
n
b
u
r
gは
、
支
払

の
抗
辯
を
提
肥
す
る
こ
と
も
、
悪
意
の
抗
辯
を
援
用
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、
且

つ
、
實
質
的
権
限

の
欠
訣

の
抗
溜
も
亦
許
さ
る
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

地

更
に
、
H
e
i
n
s
h
e
j
m
e
r
G
e
i
l
e
r

は
、
引
受
人
が
満
期
日
前
に
、
手
形
を
返
還
せ
し

め

な

い
で
受
取
人
に
手
形

金

額

を
支
払

つ
た
時
は
、
か
」
る
金
鈍
の
交
付
は
獨
逸

手
形
條
例
第
三
九
條
に
ょ
る
手
形
的
支
払
を
、
何
等
表
現
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
,
手
形
よ
り
生
す
る
客
観
的
債
務
自
身
は
別
に
無
関
係

に
存
続

す
る
。
但
し
支
払
受
領
者
自
身

に
対
し

て
は
、
勿
論
抗

,

防

辮
が
発
生

す
る
と
論
じ
、
M
i
c
h
a
e
l
i
s
は
、
支
払

に
よ

つ
て
、
小
切
手
か
ら
栴
す
る
償
還
債
務
消
滅

せ
り
と
の
抗
辯

は
、
原

則
と
し
て
、
請
求
を
受
け
た
債
務
者
が
、
自
分
が
直
接
に
、
請
求
を
爲
す
小
切
手
所
持
人
に
対
し

て
爲
し
た
る
給
付
に
の
み
、



基
底
せ
し
め
得
る
も
の
で
あ
り
,
そ
の
他

の
者
は
、
受
領
者
が
、
a
r
g
l
i
s
t
i
g
に
行
動
す
る
時
、
即
ち
、

一
度
受
領
せ
る
に

恥

も
か
か
は
ら
す
、
再
度
取
得
し
や
う
と
す
る
に
於
て
は
、
A
r
g
l
i
s
t

の
抗
鼎
を
提
出
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
C
a
n
s
t
e
i
n

も
、

支
払

者
に
、受
領
の
記
載
あ
る
手
形
、若
く
は

一
部
支
払

の
受
領
書
が
、交
付
せ
ら
れ
ざ
る
の
故
を
以
て
、
手
形
債
務

の
手
形
法
的

消
滅
を
生
ぜ
し
め
な
い
支
払
、
若
く
は
内
金
彿
の
抗
辯

は
,
軍
に
人
的
抗
辯
を
生
ぜ
し
む
る
も
の
で
あ

つ
て
、
善
意
の
第
三
者

に
対
抗

し
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、し
か
し
受
領
者
が
他
者
に
対
し

て
そ
の
債
権
を
行
使
す
る
時
は
、
即
ち
、
B
e
t
r
u
g
 
(
e
x
c
e
p
t
i
o

)

)

)̀

d
o
l
i
 
s
p
e
c
i
a
l
i
s

)

を
対
抗

せ

し

め

ら

る

る

と
説

く
Q

尚

多

く

の
學

者

、
例

へ
ば

・
S
t
a
u
b
-
S
t
r
a
n
z
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
R
e
h
b
e
i
n
,

働

M
.
 
u
.
 
M
.
 
S
t
r
a
n
z

等
が
、
受
領
者
の
債
権

の
消
滅
を
云
爲
す
る
こ
と
な
く
、
軍
に
、
受
領
者
及
び
正
規
な
ら
ざ
る
手

形

取

得
者
に
対
す

る
人
的
抗
溜
の
発
生
を
容
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
は
。
債
務
自
體

は
尚
客
観
的
に
は
存
在

す
る
も
の
と
賭
る
の
で

あ
ら
う
。
そ
こ
で
、
今
述
べ
た
H
e
i
n
s
h
e
i
m
e
r
-
G
e
i
l
e
r
,
 
C
a
n
s
t
e
i
n
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n

等
の
見
解
の
核
心
を
約

言
す
る
な
ら
ば
、

現

所
持
人
に
爲
さ
れ
た
支
払

は
、
そ
れ
が
一
般
債
権

法
の
原
則
に
從
ふ
時
は
、
そ
の
所
持
人
の
権
利
を
消

滅
せ
し
む
る
事
由
た
り

得
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
手
形
に
あ
つ
て
は
、
全
債
務
者
が
完
全
に
解
放
せ
ら
る
曳
迄
は
、
そ
の
支
払

は
手
形
法
的
で
無
く
、

そ
の
支
払
受
領
者
の
権
利
自
體

は
尚
存
続

し
、
箪
に
そ
れ
が
人
的
抗
溜
の
対
抗
を
受
け
る
の
載
疵
を
有

す
る
も
の
と
理
解
せ
ら

る
」
事
と
な
る
の
で
あ
ら
う
。

支
払

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯
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究
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ー
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四

)

働

V
o
l
k
m
a
r
-
L
o
e
w
y

は
、
そ
の
独
特
な
擬
人
説

(
P
e
r
s
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
=
 
T
h
e
o
r
i
e

)

か
ら
し
て
、
手
形
自
身
を
以
て
、

椹

(利
の
支
持
者

(
T
r
a
g
e
r
 
d
e
s
 
R
e
c
h
t
s

)

と
な
し
、
手
形
所
持
人
を
以
て
、
其
代
表
者

(
R
e
p
r
a
s
e
n
t
a
n
t

)
、

或
は
、
其
代

理
人

(
V
e
r
t
r
e
t
e
r
 
d
e
s
 
W
e
c
h
s
e
l
s

)

と
な
し
、
全
債
権

の
存
在
に
客
親
的
に
作
用
す
る
意
味
に
於

け
る
支
払
-

そ

れ

は

c
o
n
t
r
a
r
i
o
s
 
a
c
t
u
s

に
ょ
り
、
即
ち
手
形
の
全
的
破
殿
、
又
は
、
手
形
を
元
來
代
理
し
得
な

い
か
、
或

は
更
に
遡
及
し
得
る
樺

限
を
持
た
な
い
者
(
引
受
人
)
に
,
手
形
的
受
取
證
書

が
輿

へ
ら
れ
た
時
に
生
す
る
ー
i
以
外
の
支
払

は
、
上
述
し
た
手
形
と
所

持
人
と
の
関
係

を
解
消
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
、
か
製
る
支
挑
は
支
払

を
爲
せ
し
者
の
側
に
於
て
は
、
手
形

の
引
渡
し
及
び
受
取
證
書

に
対
す

る
請
求
名
儀
の
動
因
と
な
り
、
更
に
、
從
來
の
代
表
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
手
形
の
占
有

に
対
す

る
利
益

(
I
n
t
e
r
e
s
s
e

)

を
終
止
せ
し
む
る
の
結
果
を
招
致
す
る
こ
と
に
な
る
課

で
あ
り
,
故
に
、
各
前
者
は
、
か

Σ

る
所
持
人
に
対
し

て
は
、
自
己
の
支
払
を
拒
絶
し
得
る
こ
と
は
、
定
に
當
然
と
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
す
る
。

さ
て
、
私
の
正
當
親
す
る
庭
を
蓮
ぶ
る
な
ら
ば
、私
は
、(
天
)
に
於
て
紹
介
し
た
見
解
を
以
て
是
な
り
と
す
る
の
で
あ
る
。細
説
す
る

な
ら
ば
、
M
a
n
s
f
e
l
dや
W
i
e
l
a
n
d

の
様
に
,
此
問
題
を
、
B
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g

と
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

の
問
題
と
し

て

取
扱
ふ
べ
き
も
の
と
考
ふ
る
の
で
あ
る
。
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

と
B
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g

と
は
全
然
別
物
で
あ

つ
て
、
両
者

相
俘

へ
る

時
も
あ
れ
ば
、
叉
両
者
和
分
離
す
る
時
も
存
す
る
。
今
問
題
た
る
場
合
は
、
そ
の
後
者
の
生
す
る
場
合

の

一
に
他
な
ら
ざ
る
も
の



と
解
す
る
。
即
ち
、
支
払

の
あ
り
た
る
場
合
に
於

て
は
、
そ
れ
の
効
果

を
、
B
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g

に
対
す

る
九も
の
と
、
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

に
対
す

る
も
の
と
に
分
け
て
考
ふ
る
の
要
が
あ
る
。
而
し
て
前
の
関
係

に
於
て
は
、私
は
D
e
r
n
b
u
r
g
,
 
L
a
d
e
n
b
u
r
g
,
 
H
a
r
b
u
r
g
e
r

以
下
の
學
者

の
説
く
様

に
、
支
払

を
受
領
せ
る
者
に
対
し

て
は
、

一
般
債
椎
法
の
原
理
に
從
つ
て
支
払

の
効
果
を
論
す
べ
き
も
の

と
解
す
る
が
故
に
、
即
ち
受
領
者

の
B
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g

は
消
滅
す
る
も
の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
乍
然
後
の
開
係
に
於
て

は
そ
の
結
論
が
異
る
。

一
般
的
に
手
形

の
占
有
は
、
或
は
之
の
み
に
て
、
或
は
之
に
整
齊
な
る
裏
書

の
加
は
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

権
利

の
處
在
に
關
す
る
外
観
、
而
し
て
そ
れ
に
基
底
す
る
推
定
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
支
払
者
は
手
形
を
爾
受
領
者
の
手

中
に
残
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
即
ち
そ
の
理
山

の
如
何
に
か
玉
は
ら
す
、受
領
者
は
尚
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

を
有
す
る
も
の
と

謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
払
、そ
れ
自
身
箪
猫
に
は
、
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

に
何
等

の
影
響
を
も
及
ぼ
す
も
の
で
は

な

い
の
で

あ
る
。
乍
然
彼
の
有
す
る
も
の
は
、
L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

の
み
で
あ
つ
て
、
B
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g

は
之
を
持
つ
て
居
ら
な
い
の
で

あ
る
。
故

に
支
払

へ
る
者
、及
び
前
者
は
、
そ
れ
の
欠
鉄
を
主
張
し
得
る
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
問
題
を
(
乙
)
に
移
し
、
し
か
ら

働

ぱ
手
形
の
正
規
取
得
者
、
即
ち
支
挑
拒
絶
證
書

作
成
期
間

経
過
前
に
、
善
意
に
、
固
有
裏
書
に
よ
つ
て
手
形
を
譲
受
け
た
者

.
及

び
善
意
に
償
還
義
務
を
履
行
し
て
手
形
を
再
得
せ
る
者
に
対
し

て
、
引
受
人
(
支
払
人
)、
或
は
約
束
手
形
の
振

出

人

は
、

一
度

支
払

へ
る
旨
の
抗
辯
を
提
出
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
否
か
、
の
鮎
を
究
明
す
る
に
、

支
払

ノ
抗
辯
-

手
形

抗
緋

研
究

ノ
二
ー

(第

一
巻

第

一
號
)

D

一
五
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の

R
e
n
a
u
d

は
、
支
払

が
、
満
期
日
後
に
支
払
人
、
引
受
人
、
約
束
手
形
の
振
出
人
、
支
払

澹
當
者
に
よ
り
、
支
払
請
求
の

形
式
的
権
限

を
有
す
る
者
に
爲
さ
れ
た
時
は
、
手
形
法
自
體
か
ら
生
す
る
抗
辯
を
発
生

せ
し
め
、
そ
れ
が
手
形
面
よ
り
明
白
な

り
や
否
や
に
關
せ
す
,
引
受
人
は
総
べ
て
の
請
求
者
に
、
支
払

の
抗
辯
を
向
け
得
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
支
払
拒
絶
證
書

作
成

前
に
生
じ
た
る
時
に
限
り
、
前
者
も
亦
手
形
金
額
の
支
払
を
、
総
べ
て
の
請
求
者
に
対
し

て
援
用
し
得
る
も
の
と
す
る
。
彼

の

此

の
見
解
は
、
そ
の
後
半
の
誤
れ
る
こ
と
は
、
(
甲
)
の
問
題

の
攻
究
に
於
て
、
私
が
指
摘
し
た
彼
の
見
解

の
誤
謬
と
、
而
し
て

今
迦

べ
ん
と
す
る
、
前
半

へ
の
批
評
か
ら
明
に
な
る
と
考

へ
る
o
前
半
に
つ
い
て
は
私
は
二
黙
に
於
て
賛
成
し
得
な

い
。
即
ち

{

勿
論
私
も
満
期
日
が
、
支
払

に
つ
き
或
意
味
を
.持
ち
得
る
こ
と
は
、
之
を
認
め
る
に
吝
か
で
は
な

い
。
乍

然

彼

の
言

(が
、
正
當
な
る
権
利

者
に
射
し
て
支
払
あ
り
し
場
合
に
於
け
る
、
支
払
者
の
有
す
る
抗
濤
の
黙
迄
及
ん
で
居
る
も
の
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
行
き
過
ぎ
た
と
の
非
難
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
何
者
、
正
僧
な
擢
利
者
に
劃
し
て
支
払

あ
り
た
る
時

は
、
手
形
関
係

の
範
囲
内
に
於
て
は
、
満
期
日
の
前
後
に
よ
り
、
そ
の
支
払
を
別
異

に
取
扱
ふ
べ
き
何
等
の
理
由
も
無
い
事

は
、
窟
に
明
白
と
考

へ
る
か
ら
で
あ
る
。

・

而
し
て
そ
の
支
払

が
満
期
日
後
な
る
以
上
は
、
手
形
面
か
ら
明
白
な
り
や
否
や
に
關
せ
す
、
総

べ
て
の
請
求
者
に
対
抗

(し
得
る
も
の
と
す
る
の
は
極
め
て
不
當
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
解
す
る
に
於

て
は
、
手
形
取
引
の
安
全
と
迅
速
と
は
、
根



祇
よ
り
く
つ
が
へ
さ
れ
る
し
、
更
に
理
論
的
に
看
て
も
、
支
払

の
抗
辯

を
、其
他
の
、
人
的
抗
辯

遮
入
れ
ら
れ
る
の
を
恒
と
す

る
抗
鰭
か
ら
、
別
異
に
取
扱
ふ
べ
き
理
由
を
爽
見
す
る
に
苦
し
む
か
ら
で
あ
る

。

①

H
a
c
m
a
n
n

も
、
支
払

人
は
引
受
に
よ
り
、
引
受
け
た
金
額
を
漏
期
日
に
支
払
ふ
べ
き
債
務
を
手
形
上
負
担

す
る
け
れ
共
、
そ

の
事
は
軍
に
,
引
受
を
爲
し
た

る
支
払
人
は
、
引
受
け
た
金
額

に
対
し

て
、
只

一
回
、
責
任
を
引
受
け

た
か
、
若
く
は
引
受
け

得
る
と
謂

ふ
事
を
煮
味
し
て
居
る
に
過
ぎ
な

い
..
從
つ
て
、
彼
が
そ
の
引
受
け
た
手
形
債
務
を
全
然
支
払

へ
る
時
は
、
直
に
、

彼
は
そ
の
責
任
か
ら
解
放
せ
ら
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の

一
回

の
支
払
に
よ
り
、

一
度
引
受
け
た
義
務
も

、
民
法
の
原
則
に
從
っ

て
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
支
払

の
抗
嬬
.は
、
手
形
法
に
於
て
も
、
総

べ
て
の
手
形
所
持
人
に
対
抗

し
得
る
も
の
に
組

働

入
れ
ら
れ
な
け
れ
ぼ

な
ら
な
い
と
謂

ふ
の
で
あ
る
。
彼

の
見
解
に
も
亦
、私
は
次
の
二
黙
に
於
て
異
議
を
唱

へ
た
い
。
そ
れ
は
、

彼
が
、
支
払

の
抗
辯
が
各
人
に
勤
抗
せ
し
め
得
ら
る
」
こ
と
が
、
引
受
人
の
意
思
に
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
自
己
の
結
論
を
招

誘
せ
ん
と
す
る
態
度
が
第

一
で
あ
る
◎
即
ち
、
人
的
抗
辯

の
切
断
な
る
現
象
は
、
元
來
、
債
務
者
の
意
思
に
基
因
す
る
も
の
で

は
な
く
、
手
形
取
91
の
安
全
と
迅
速
と
の
保
庇
に
胚
胎
す
る
、
手
形
関
係

の
外
観
性
の

一
獲
現
形
式

に
過
ぎ
な
い
も

の
で
あ
っ

て
、
若
し
手
形
債
務
者

の
眞
意
に
迄
も
潮
及
す
る
な
ら
ば
、
債
務
者
は
、
自
己
の
直
接
の
後
者
に
対
す

る
以
上
の
範
囲

に
於

て
、
其
他

の
権
利
者
た
る
べ
き
者
に
対
し

て
債
務
を
負
担

せ
ん
と
す
る
意
思
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
,
且
つ
彼
れ
が
手
形
關
…

・
支
払
ノ
抗
辯

f

手
形

抗
鼎
研
究

ノ
ニ
ー

(第

一
巻
第

一
號
)
.

D

一
七



支
棉
…ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
蛾
蹴
研
究

ノ
二
1

〔第
二

餓巷
第

U
號
)

D

一
八

係
自
體

に
關
し
て
爲
し
た
行
爲
が
、そ
れ
に
対
し

て
客
観
的
に
作
用
す
る
こ
と
を
欲
求
し
な
い
筈
は
な

い
と
考

へ
る
。
從
つ
て
此

の
事
を
そ
の
實
際
に
從
つ
て
突
詰
め
る
な
ら
ば
、そ

こ
に
は
、
人
的
抗
辯

の
切
断

な
る
現
象
の
、
原
則
的
否
定
と
謂
ふ
、
現
在
の
學

説
に
ぱ
極
め
て
異
端
的
な
命
題
が
把
握
せ
ら
る
㌧
の
飴
地
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
次
に
、
支
払
.の
點
に
關
し
て
、
手
形
の
文

言
性
が
有
す
べ
き
作
用

の
検
討
の
忘
却
が
第
二
で
あ
る
。
手
形
の
支
払
は
,
民
法
の
原
則
に
よ
り

て
判
断
せ
ら
る
」
と
謂
ふ
の

は
、
そ
れ
は
彼
の
謂
ふ
様
に
正
當
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
支
払

受
領
者
に
対
す

る
關
…係
に
於

て
の
み
當
然
に
安
當
す
る
の
で

あ
る
。
而
し
て
手
形
が
文
言
性
を
享
受
し
て
居
る
こ
と
は
、
今
更
喋
々
の
要
が
無
い
。
從
つ
て
、
手
形

の
文
言
性
よ
り
生
す
る

結
論
と
、
支
払
の
致
果
の
民
法
の
原
則
に
よ
る
攻
究
の
露
結
と
の
交
錯
を
.槍
襲
す
る
の
必
要
が
此
塵
に
生
す
る
筈
で
あ
る
。
し

か
る
に
H
a
c
m
a
n
nは
此
點

に
は
更
に
思
を
致
す
こ
と
無
く
、直
に
、民
法
の
原
則
よ
り
生
す
る
結
論
を
以
て
決
定
的
な
ら
し
む

る
の
で
あ
る
。
彼
は
、

一
度
支
払

へ
る
手
影
債
務
者
が
、
再
度
支
払

は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
を
以
て
、
B
e
t
r
u
g
を
助
成

す
る
も
の
と
か
、
或
は
手
形
の
抽
象
的
性
質
が
、不
純
な
手
形
取
9ー
と
謂
ふ
、殆
ん
ど
汲
み
乾
す
こ
と
の
能
き
な
い
貯
水
池
に
注

ぐ
総
べ
て
の
水
道
を
、
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
に
い
た
る
様
に
論
す
る
の
は
、
手
形
理

論
に
於
て
、
そ
の
基
調
た
る
債
権
者
保
護
と
、
債
務
者
保
護
と
の
企
圃
が
、
主
從
の
関
係

に
於
て
浩
調
的
に
交
響
し
て
こ
そ
、

は
じ
め
て
手
形
取
引
が
活
濃
と
な
る
の
事
實
を
閑
却
す
る
も
の
で
あ
る
。
喜
度
の
支
払

は
、
そ
れ
が

一
度
受
領
せ
る
者
に
野
す



る
場

合

に
於

て

こ

そ

、
は

じ

め

て
彼

が
謂

ふ

庭

の
、
e
i
n
e
 
 
b
e
t
r
u
g
e
r
i
s
c
h
e
 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
u
b
e
r
v
o
r
t
e
i
l
u
n
g

を
意
味

す

る

も

の

と

防

信
す
る
。更
に
叉
、
H
 
0
.
 
L
e
h
m
a
n
n
が
、
引
受
人
、
及
び
、約
束
手
形
の
振
出
人
、
な
ら
び
に
支
拙
人
に
よ
る
支
払

に
よ
つ

て
、
絡

ぺ
て
の
遡
及
権
が
消
滅
す
る
と
謂
ふ
の
意
が
、
単
に

受
領
者
に
対
す

る
関
係

の
み
に
於

て
で
は
な
く
、
絡
べ
て
の
請
求

者
に
対
す

る
関
係
を
も
包
含
し
て
の
謂
で
あ
る
な
ら
ば
、
H
a
c
m
a
n
n
と
同

一
の
非
難
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

W
a
c
h
t
e
r

が
、
i
n
 
d
e
r
 
R
e
g
e
l

に
支
払

が
手
形
に
記
載
せ
ら
れ
て
居
る
事
を
要
件
と
し
て
、
支
払

人
の
そ

の
資
格
に
於防

け
る
支
払

は
、
絡

べ
て
の
償
還
義
務
者
か
ら
、
総
べ
て
の
所
持
人
に
対
抗

し
得
る
も
の
と
説
く
事
は
前
述
し
た
。
H
o
f
f
m
a
n
n

も
、
引
受
人
が
手
形
自
體

に
記
載
あ
る
受
取
に
從
つ
て
支
払

へ
る
時
は
、
総
べ
て
の
債
務
の
清
滅
を
來

し
、
手
形

所

持

人

の

A
k
t
i
v
l
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n

そ
れ
自
身
は
、
勿
論
無
闊
係
に
淺
る
も
,
し
か
も
手
形
は
此
場
合

は
単
純
な
紙
片

に
婦
せ
る
も
の

と

謂

的

ふ
の
で
あ
る
。
K
o
c
h

も
、
受
取
が
記
載
せ
ら
れ
な
い
時
は
、
d
i
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
 
d
o
l
i

が
発
生
し
、
且

つ
そ
れ
が
論
明
せ

粉

ら
れ
な
い
限
り
は
、
引
受
人
は
再
度
の
支
払
を
免
れ
な
い
も
の
と
論
す
る
。
A
d
l
e
rは
、
主
た
る
支
払

者
(
H
a
u
p
t
z
a
h
l
e
r
)

粉

に
対
す

る
手
形
面
上
の
受
取
は
、
嚴
格
な
意
味
に
於
け
る
絶
対

的
抗
辯

に
厩
す
る
も
の
と
な
し
、
亦
、
R
e
h
b
e
i
n
も
、

引

受
人
、
支
払

人
、
自
ら
、
或
は
其
等
の
者
の
爲
に
す
る
支
払
澹
當
者
、
第
三
者
の
支
払

は
、
正
則
的
に
は
、
総
べ
て
の
手
形
債

槽
の
消
滅
以
外
の
妓
果
を
持
ち
得
な
い
、
此
故
に
そ
の
支
払

は
総

べ
て
の
手
形
債
務
者
か
ら
支
払
受
領
者
に
、
而
し
て
受
領
の

支
払

ノ
抗
辯

-

手
形
抗
辯
…研
究

ノ
二
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

噌
九



支
沸

ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

二
〇

記
載
あ
り
し
時
、
或
は
手
形
條
例
第
十
六
條
第
二
項
の
場
合
に
は
、
総
べ
て
の
手
形
所
持
人
に
対
し

、
そ
う
で
な
い
時
は
悪
意

鋤

の
所
持
人
に
対
し

て
主
張
し
得
る
も
の
、
と
解
す
る
の
も
同
見
で
あ
り
、
T
h
o
l

も
、
支
払

の
あ
り
た
る
事
の
み
が
手
形
か

ら
明
白
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合

は
,
総
べ
て
の
手
形
約
束
か
ら
生
す
る
構
利
に
対
す

る
形
式
が
破
壊

せ
ら
れ
た
も
の
と
論
ず

)

)

「
6

9

る
の
も

、
亦
同

一
と
看
得
る
で
あ
ら
う
。
其
他
、
内
容
の

一
々
の
黙
検

の
煩
は
之

を

避

け

る

も
、
K
o
r
n
,
 
H
a
r
t
m
a
n
n
,

B
r
a
c
h
m
a
n
n
,
 
V
o
l
k
r
n
a
r
-
L
o
e
w
y

を
、
同
様
な
る
見
解
を
把
持
す
る
學
者
と
し
て
塞
げ
る
こ
と
が
能
き
る
。
乍
然
、

私

は

此
の
見
解

に
賛
成
す
る
に
躊
躇
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
私
は
、
前
に
豫
め
約
束
し
た
、受
領
記
載

の
意
義

を
究
明
す
べ
き
時
期
に

到
達
し
た
謬
で
あ
る
。
先
づ
、
形
式
的
に
は
手
形
上
受
領
の
記
載
が
あ
る
け
れ
ど
も
、眞
實
に
於
て
支
払

の
存
せ
ざ
り
し
時
ぱ
、

私
は

剛
派
の
學
苦
の
爲
す
様
に
、記
載
自
膿
に
形
式
的
消
滅
力
を
附
與
す
る
事
を
非
と
す
る
が
故
に
、研
究

の
埼
外

に

放

置

す

る
。
而
し
て
形
式
的
記
載
に
慮
す
る
。
眞
實

の
支
払

の
あ
り
し
場
合

を
考
検
す
る
。
此
場
合
に
於
て
は
、
問
題
を
、
全
部
支
払

の
あ
り
し
場
合
と
.

一
部
支
払

の
あ
り
し
場
合

と
に
分
く
る
の
要
が
あ
る
。
前
の
場
合

に
つ
い
て
考
ふ
る
に
、
受
領
の
記
載
が

手
形
形
式
を
破
壊
す
る
も
の
に
あ
ら
す
と
す
る
以
上
は
、
即
ち
、
単
に
證
明

の
手
段
た
る
作
用
を
有
す

る
に
過
ぎ
す
と
す
る
、

)

)

)

)

＼
日ノ

)

)

)

-

)
曜

,
θ

響噴

6

一
`

く

D
c
r
n
b
u
r
g
,
 
M
i
 
l
l
e
r
E
r
z
b
a
c
h
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
,
 
S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
M
.
 
u
.
 
M
.
 
S
t
r
a
n
z
,
 
G
r
{
i
n
h
u
t
,
 
V
o
l
k
m
a
r
-
L
o
e
w
y

の
見
解
を
以
て
正
営
な
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
そ
の
證
明
力
の
彊
さ
に
推
移
す
る
。
何
者
、
支
払

ふ



者
は
、
獨
逸
手
形
條
例
に
於
て
は
第
三
九
條
.
我
商
法
に
於
て
は
第
四
八
三
條
に
よ
り
、
爲
替
手
形
と
引
換

へ
に
非
ざ
れ
ば
。

曲

支
払

を
爲
す
の
要
が
無
い
事
明
白
で
あ
る
と
共
に
、
加
ふ
る
に
,
支
払

者
は
二
重
支
払

の
危
険
、
及
び
補
償
関
係

の
顧
慮
か
ら

し
て
、
手
形
を
回
牧
す
る
の
が
、
そ
の
本
格
的
處
置

で
あ
る
と
賭
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
る
に
、何
等
か
の
理

由
に
よ
り
、
手
形
は
支
払

受
領
者
の
手
に
尚
淺
し
.
し
か
も
手
形
に
は
、
支
払

を
受
け
た
る
旨
の
記
載
が
あ
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
そ
の
記
載
が
如
何
な
る
程
度
に
於

て
、
支
払
あ
り
た
る
旨
を
證
據

立
て
る
も

の
で
あ
る
か
、
換

言
す
れ
ば
,
か
」
る
手

形
を
取
得
せ
る
も
の
は
、
そ
れ
の
み
に
て
、
所
謂
悪
意
の
抗
辯

に
直
面
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
否
か
と
謂
ふ
事
が
研
究
せ
ら
れ

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
課
で
あ
る
。
而
し
て
、
是
れ
に
対
す

る
結
論
は
、
か
」
る
手
形
が
、
省
、
或
は
受
領
者
と
目
せ
ら
る
べ
き

者
の
手
中
に
淺
存
す
る
類
型
的
理
由
を
、
取
引

の
現
實
に
即
し
て
、具
象
的
に
把
持
す
る
こ
と
に
よ
り
て

の
み
可
能
な
る
も
の
と

信
す
る
.)此
點

に
關
し
、
S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
C
o
s
a
c
k
,
 
H
.
 
0
.
 
L
e
h
m
a
n
n
,
 
M
u
i
l
e
r
E
r
z
b
a
c
h
,
 
K
o
r
n
,
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
,

)

」)

L
e
s
s
i
n
g
,
 
 
R
e
h
b
e
i
n

等
は
、
手
形
取
引
の
實
際
に
於
て
は
、
屡
々
、
將
來
の
支
払

の
期
待
の
下
に
、
豫
め
手
形
に
受
領
の
記

載
が
な
さ
る
、
こ
と
が
見
受
け
ら
る
」
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
若
し
も
、
我
國
に
於
て
も
、
同

一
の
現
象

が
観
取
し
得
る
も

の
と

す
れ
ば
、
第
四
八
三
條
に
よ
り
支
払

者
は
、
自
己
の
利
益
の
爲
に
、
支
払

の
際
に
手
形
の
返
還
を
請
求
し
得
る
に
も
か
、
は
ら

す
、
術
手
形
が
或
は
支
払

を
受
領
せ
り
と
目
せ
ら
る
べ
き
者
の
手
中
に
淺
存
す
る
事
實
と
相
侯
つ
て
、
受
領

の
記
載
は
、
そ
の

支
挑

ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(第

一
巻
第

一
號
)

D

二

一



支
払

ノ
抗
辯
i

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

二
二

働

證
明

力
が
痂
痺
せ
し
め
ら
る
㌧
も
の
と
賭
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
は
結
論
に
於

て
か
く
解
す
る
處

の
、
S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
D
e
r
n

り

ー

つ
,

O
)

4

5

0

"

0

α

0

0

b
u
r
g
,
 
 
M
i
i
l
l
e
r
E
r
z
b
a
c
h
,
 
C
o
s
a
c
k
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
M
V
I
i
c
h
a
e
l
i
s
,
 
M
.
 
u
.
 
M
.
 
S
t
r
a
n
z

の
説

を

以

て

正
當

と
考

へ
る
。

殊

に
賢

駒

支
払

拒
絶
證
書

の
作
成
あ
り
し
時
に
於

て
は
、

一
暦
そ
の
證
明
力
は
減
退
す
る
も

の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
受

領
の
記
載
は
、
そ
れ
の
み
に
て
は
手
形
取
得
者
に
対
し

て
。
直
に
悪
意
の
抗
辯

を
発
生

せ
し
む
る
こ
と
な
き
も
の
と
解
す
る
。

故
に
上
蓮
せ
る
、
W
a
c
h
t
e
r
,
 
H
o
f
f
m
a
r
i
n
,
 
T
h
o
l
,
 
A
d
l
e
r

等

の
見
解
は
、
此
範
囲

に
於
て
は
採
用
し
得
な
い
も
の
と
考

へ

10

10

鱒

11

11

る
。
次
に

一
部
支
払

の
場
合
を
考
査
す
る
に
、
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
M
i
i
l
l
e
r
E
r
z
b
a
c
h
,
 
S
t
r
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
,
 
C
o
s
a
c
k

等

は
、
證
明

力

の
點
に
關
し
、
全
部
受
領
の
記
載
と
、

一
部
受
領
の
記
載
と
は
、
同

一
の
強
度
を
享
受
す

る
も
の
で

は

な

い

と

設
示
す
る
。
私
も
、
そ
の
結
論
を
是
認
し
た
い
。
何
者
、

一
部
支
払

に
際
し
て
は
、
豫
め
受
領

の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
は
取
引

上
極
め
て
稀
な
事

で
あ
ら
う
し
、
加
へ
て
、
一部
支
払

者
は
、
手
形
の
交
付
を
求
む
る
こ
と
が
能
き
す
、
単
に
、
所
持
人
を
し
て

そ
の
旨
を
爲
替
手
形
に
記
載
せ
し
め
、
且
つ
、
其
爲
本
を
作
り
署
名
の
後
に
之
を
交
付
せ
し
め
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

從

つ
て
、
手
形
の
占
有
が
、

一
部
支
払

の
記
載
の
証
明
力
を
癒
痺
せ
し
め
る
も
の
と
は
謂

ひ
難
い
。
故

に
、
M
i
c
h
a
e
l
i
s
,

C
o
s
a
c
k
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n

等
は
、

一
部
支
払

の
記
載
を
以
て
、
第

三
者
に
対
抗
し
得
る
の
結
論
を
認
め
る

の
で
あ
る
。
ロバ
、
そ
の

璃

説

明

方

法

に
於

て

多

少

の
差

異

を
槻

る

の
み

で

あ

る
。

例

へ
ば

、
C
o
s
a
c
k

は

、

一
部
支
払

の
記
載

を

以

て
、
直

に
絶
対

的

、



勒

抗
辯

と
呼
櫓
し
、
S
t
a
u
b
-
S
t
r
a
n
z

は
、

一
部
支
払

の
記
載
は
、
そ
の
手
形
の
取
得
者
を
以
て
、
悪
意

の
取
得
者
た
ら
し
め
る

も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く

一
部
支
払

あ
り
た
る
事
實
を
対
抗

し
得
る
事
は
、
両
者

に
共
通
な

る
結
論
で
あ
る
。
私
も

上
述
し
た
理
由
に
よ
り
此

の
結
論
に
賛
成
で
あ
る
。

¢

上
蓮
し
た
庭
に
よ
り
、
私
の
考

へ
は
明
に
せ
ら
れ
た
も
の
と
信
す
る
。
即
ち
、
私
は
、
軍
に
支
払

の
あ
り
た
る
場
合
に
於恥

て
は
、
人
的
抗
辯

の
爽
生
を
結
果
す
る
に
過
ぎ
す
し
て
、
善
意

の
正
規
取
得
者
に
対
抗

し
得
な
い
も
の
と
す
る
、
C
a
n
s
t
e
t
n
,

、
ノ

・ノ

L)

L)

、)

一・ノ

、

〆

、
/

)

)

5

頽

17

か

魯

油

21

幻

23

24 H
a
h
n
,
 
S
t
a
u
b
 
S
t
r
a
n
z
,
 
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 
C
o
s
a
c
k
,
 
K
r
e
i
s
,
 
W
a
c
h
t
e
r
,
 
R
c
h
b
e
i
n
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
K
o
c
h
,
 
B
r
a
c
h
m
a
n
n
,

曽)
r

・L

門
`

L
a
d
e
n
b
u
r
g
,
 
V
o
l
k
m
i
a
r
L
o
e
w
y
,
 
H
e
l
l
w
i
g

の
所
説
に
賛
成
で
あ
り
、
叉
、
受
領
の
記
載
あ
り
し
場
合

に
つ
い
て
は
、

㊦
に
(

於
て
蓮
べ
た
様
に
、

国
部
支
払

と
全
部
支
払

と
に
場
合

を
別
ち
、
前
の
場
合

に
於

て
の
み
、
,そ
の
支
払

あ
り
た
る

こ
と
を
、
第

三
者
に
も
対
抗
し
得
る
も
の
と
解
す
る
。
次
に
、
手
形
の
善
意
取
得
者
が
、

一
度
支
払

へ
る
者
よ
り
、
再
度
の
支
払
を
爲
さ
じ

め
得
る
場
合

に
關
し
、
そ
れ
の
説
明
方
法
と
し
て
は
,
所
謂
手
形
法
的
支
払

で
な
い
支
払
は
、
軍
に
、
人
的
抗
辯

を
褒
生
せ
し

め
る
に
過
ぎ
な
い
も

の
と
の
説
明
で
満
足
す
る
虜
の
、
H
e
i
n
s
h
e
i
m
e
r
G
e
i
l
e
r
,
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
,
 
C
a
n
s
t
e
i
n

そ
の
他

の
學
者
に

あ
り
て
は
、
特
別
な
構
成
を
必
要
と
し
な
い
。
即
ち
、
債
務
自
體

は
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
從

つ
て
人
的
抗

辮
を
発
生

せ
し
む
る
現
象
に
蘭
係
の
無
か
つ
た
者
に
対
し

て
は
、
再
度
の
支
払
を
爲
さ
穿
る
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
、
他
の
人
的
抗

支
払
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辯
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1
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抗
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究
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支
払

ノ
抗
辯
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手
形
抗
辯
研
究
ノ
二
ー

(第

一
巻
第

一
號
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
　
　
　
二
四

辮
の
切
断
と
同
様
な
理
論
で
説
明
し
得
る
。
之
に
対
し

て
、
支
払

そ
れ
自
瞳
に
つ
い
て
は
、

「
般
私
法
規
定
に
よ
り
そ
の
致
果

が
決
定
せ
ら
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
く
、
W
i
e
l
a
n
d
,
 
J
a
c
o
b
i
,
 
 
D
e
r
n
b
u
r
g
,
 
H
e
l
l
w
i
g

等
に
は
、
更
に
特
別
な
説
明
が
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

助

講
さ
れ
る
諜
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
W
i
e
l
a
n
dは
、
上
蓮
の
現
象
、
即
ち
、

一
般
法
規
に
よ
る
債
権
消
滅
原
因
が
蒙
る
唯

一
の

證
券

法
的
変
化

を
、
手
形

の
指
圖
性
、
即
ち
、
手
形
債
権

は
、
そ
れ
が
假
令
前
主
の

一
身
に
於

て
は
消
滅
し
た
時
と
難
も
、
善

意
の
第
三
者
の

一
身
に
於

て
は
、
新
に
複
活
す
る
と
謂
ふ
命
題
に
基
底
せ
し
め
、
而
し
て
、
此
事
實
は
,
満
足
せ
ら
れ
た
債
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卿

者

の
債
権

が
、
客
槻
的
に
消
滅
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
排
斥
す
る
も

の
で
は
な

い
と
解
説
し
、
J
a
c
o
b
i
は
、
支
払

に
よ
り

債
権

そ
れ
自
龍
は
何
等
の
奴
力
も
な
く
な
る
け
れ
ど
も
、
形
式
的
に
資
格
付
け
ら
れ
た
者

の
法
的
外
観

に
基

い
て
、
第
三
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駒

再
び
諦
券
よ
り
生
す
る
完
全
な
権
利

を
取
得
す
る
も
の
と
な
し
、
更
に
、
H
e
l
l
w
i
gは
、
手
形
権
利

が

一
度
発
生

し
た
る
後

に
、
支
払

等
に
よ
り
消
滅
し
た
る
時
に
於
て
も
、
無
権
利

者

の
庭
分
行
爲
に
よ
り
て
、
文
言
的
債
務
が
発
生

す
る
も
の
と
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇

す
る
の
で
あ
る
。
私
は
是
等
の
學
者
の
説
く
庭
を
そ
の
儘
受
け
容
れ
度
く
考

へ
る
。
J
a
c
o
b
i
は
、
支
払

を
以
て
、
善
意
の

第

三
者
に
対
抗
し
得
な

い
こ
と
が
確
定
せ
ら
れ
る
以
上
は
,
如
何
な
る
表
現
を
以
て
此
事
象
を
解
説
す
る
か
は
、
實
際
上
裟
事

　
　
　
　
鯉

で
あ

つ
て
、
善
意
の
第
三
者
が
證
券

に
準
擦
し
て
取
得
し
得
る
處
の
、

一
度
発
生

せ
る
模
利
は
、
外
槻

の
存
続
す
る
限
り
、
債

椹
法
の
原
則
に
從

へ
ば
債
樒
を
消
滅
せ
し
め
る
総
べ
て
の
事
實
あ
る
に
拘
ら
す
、尚
存
在
し
、
単
に
抗
辯
が
附
着
し
た
に
す
ぎ
な



い
も
の
と
観
念
す
る
こ
と
に
は
、
何
等

の
妨
げ
も
無

い
と
謂
ふ
。
私
も
、
J
a
c
o
b
i
の
謂

ふ
處
は
首
肯
し
得
る
が
、
し
か
し

一
般
現
象

の
手
形
の
特
質
か
ら
の
理
論

に
よ
る
修
正
を
認
め
る
以
上
は
、
事
實
を
曲
歪
し
な
い
限
り
は
、
統

「
的

に
解
説
す
る

を
可
と
す
る
考

へ
か
ら
、
W
i
e
l
a
n
d
,
 
 
H
e
l
l
w
i
g

等
の
説
明
方
法
を
採
揮
し
た
い
と
思
ふ
。

二

償
還
義
務
者
が
そ
の
資
格
に
於
て
支
払

を
爲
し
た
る
場
合
此
時
に
は
、
先
づ
そ
の
支
払
に
際
し
て
の
支
払
者
の
意
思
の
如
何

(
に
よ
り
結
論
が
異
る
。
即
ち
、
そ
の
支
払

が
終
局
的
の
も
の
で
あ
る
か
、
暫
定
的
の
も
の
で
あ
る
か
に
よ
り
、
解
答
に
差
を
生
す
る

課
で
あ
る
。
今
は
即
ち
前
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
論
歩
を
進
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
を
三
箇
の
場
合
に
分
ち
討
究

す

る

を

便

)

)

一

宜
と
す
る
。
即
ち
、
④
受
領
者
ど
圭
た
る
債
務
者
と
の
関
係
、
⑨
受
領
者
と
償
還
義
務
を
履
行
せ
る
者
σ
前
者

と
の
関
係
、
⑥
受
領

者
と
償
還
義
務
を
履
行
せ
る
者
の
後
者
と
の
関
係
、
の
三
者
で
あ
る
。
獄
下
順
を
追
ふ
て
考
検
す
る
。

④

受
領
者
と
主
た
る
債
務
者
と
の
関
係

、
即
ち
償
還
義
務
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
せ
る
時
は
、
主
た
る
債
務
者
は
、
そ
の
事
を

於ノ

、
ノ

)

6

層
'

0
0

理
由
と
し
て
支
払
を
拒
み
得
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
ふ
る
に
、
多
数
の
學
者
、
即

ち
、
W
a
c
h
t
e
r
,
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 
R
e
h
b
e
i
n
,

、)

、

'

)

)

■)

9

合
・

ー

ウ
曜

690

3

4

4
・

4

4

H
a
h
n
,
 
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 
S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
B
r
a
u
n
,
 
H
o
f
f
m
a
n
n

等
は
、
引
受
人

(
支
払
人
、
約
束
手
形
の
振
出
人
)
は
償
還
義
務

者

の
支
払

か
ら
、
何
等
の
抗
溜
を
も
引
き
出
し
得
な
い
も
の
と
す
る
。
今
例
示
的
に
、

一
二
の
學
者
の
謂
ふ
虎
を
白
描
す
る
な
ら

ば
、
B
e
r
n
s
t
e
i
n
は
、
引
受
人
が
.
債
権
者
は
支
払

を
受
領
せ
る
結
果
債
権

を
逆
譲
渡
す
る
た
め
に
、
支
払

へ
る
者
に
手
形
を

支
掬

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
i

(第

一
巻
第

一
號
)

D

二
五



支
払

ノ
抗
辯

ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

二
六

引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
抗
辯

し
や
う
と
欲
す
る
も
、
そ
れ
は
第
三
者
(
支
払
へ
る
者
)
の
権
利
よ
り
生
す
る
抗
辯
で
あ
ら
う

し
、
且
つ
抗
辯
は
、
積
極
的
構
限
の
欠
歓
を
責
む
る
鐸
に
も
行
か
な
い
。
支
払

へ
る
者
は
、
手
形
の
引
渡
し

に
対
し

て
は
、
個
人

的
権
利

を
取
得
し
た
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
し
か
も
返
還
せ
ら
る
ゝ

迄
は
再
び
手
形
債
権

者
と
は
な
つ
て
居
ら
な
い
の
で
あ
る
と

謂
ひ
、
且
つ
支
払

へ
る
者

か
手
形
の
引
渡
に
対
す

る
自
分
の
請
求
椹
を
、
債
務
者
に
譲
渡
し
た
特
別
な
場
合

に
於
て
の
み
、
抗
辯

が
、
し
か
も
A
r
h
l
i
s
tの
抗
辯
と
し
て
発
生

す
る
で
あ
ら
う
と
主

張
し
、
H
o
f
f
m
a
n
nは
、
後
位
の
債
務
者
と
後
位
の
債

樺
者
間
に
塩
ぜ
る
手
形
債
務
の
消
滅
に
向
け
ら
れ
た
事
象
は
、
前
位
債
務
者

の
當
該
後
位
債
権

者
に
到
す
る
手
形
債
務

の
泊
滅
を

招
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
手
形
所
持
人
が
支
払
者
の
意
思
に
反
し
て
、
手
形
を
保
留
す
る
蠣
合
に
於
て
も
、
前
位
債
務
者
は
そ曲

れ
の
み
に
基

い
て
は
、
後
位
債
権
者
の
積
極
的
権
限

を
餐
立
て
る
事
は
能
き
無

い
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
又
、
H
.
O
.
L
e
h
m
a
n
n

は
、
此
問
題
の
決
定
は
そ
の
支
払

が
終
局
的
の
も
の
な
り
や
、
暫
定
的
の
も
の
な
り

や
に
係
つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
手
形
に
到

す
る
所
有
椎
を
省
支
払

を
受
け
た
債
権
者
に
淺
し
て
居
る
場
合
は
、
支
払

は
終
局
的
の
も
の
で
あ
る
と
謂
ふ
通
常

の
場
合

の
推
北

が
排
除
せ
ら
れ
る
か
ら
、
請
求
を
受
け
た
者
に
於
て
、
支
払

の
終
局
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
證

す
る
の
要
が
あ
る

も
の
と
謂

ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
経
局
的
の
も
の
で
あ
る
事
が
立
讃
せ
ら
れ
た
時
に
、
彼
は
如
何
に
解
す
る
か
は
明

か
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
之
に
反
し
て
、
R
e
n
a
u
d
は
、
振
出
人
、
裏
書
人
に
よ
る
償
還
金
額
の
支
払

は
、
引
受
人
(約
束
手
形
の
振
出
人
)
の
爲
め



陶

に
、
支
払

受
領

者

に
対
す

る
抗
辯

を
発
生

せ
し

め

る

も

の

と

し
、

弓
T
h
o
lも

、

引

受

入

は
請

求

者

に
野

し

て

、
何

人

に
よ

る

と

勘

を
問
は
す
償
還
金
額
が
支
沸
は
れ
た
と
の
抗
辯
を
提
出
し
得
る
も
の
と
し
、
W
i
e
l
a
n
dも
、
手
形
金
額
が
支
払

は
れ
た
時
は
、

假
令
そ
れ
は
何
人
に
よ
つ
て
爲
さ
れ
た
に
し
ろ
、
筍
く
も
債
権
者
に
し
て
、
満
足
に
対
し

て
請
求
構
を
有

す
る
以
上
は
、
彼
に
満

足
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
無
く
、
手
形
所
持
人
の

一
身
に
於
て
集
中
す
る
総
べ
て
の
請
求
樺

は
、

一
個
の
目
的
に
輻

蹴

合
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
す
る
。
H
a
r
b
u
r
g
e
rも
、
支
払
受
領
者
は
、
假
令
支
払

へ
る
者
が
手
骸
を
そ

の
手
に
術
残
し

置

く

画

時
と
難
も
、
手
形
所
有
者
た
る
こ
と
は
止
め
た
も
の
と
解
し
、
L
a
d
e
n
b
u
r
gも
、
手
形
債
権

者
が
,
自
己
の
債
務
者
群

の

一

人
よ
り
ー

そ
れ
は
主
た
る
債
務
者
た
る
と
裏
書
人
た
る
と
を
問
は
な
い
-
支
払

を
受
け
た
時
は
、
総

べ
て
の
他

の
者
も
、
彼

凱

に
到
し
て
は
債
務
を
免
れ
、
支
払

の
抗
辯
を
対
抗

し
得
る
も
の
と
解
す
る
。
更
に
、
V
o
l
k
m
a
r
-
L
o
e
w
y

ぱ
、
場
合

を
分
ち
、
償

還
義
務
者
が
同
時
に
手
形
権
利

を
全
滅
せ
し
め
る
目
的
を
以
て
、
所
持
人
の
代
表
椹
を
奪
ふ
爲
に
支
払

へ
る
時
は
、
主
た
る
債
務

者

は
即
ち
上
蓮
の
支
払
を
有
敷
に
援
用
し
得
べ
く
、
之
に
反
し
て
、
支
払
が
あ
13
た
る
後
も
尚
所
持
人
を
し
て
、
此
支
払

無
く
ば

元
來
主
た
る
債
務
者

に
対
し
て
有
す
る
権
利

を
行
使
せ
し
め
る
目
的
を
以
て
支
払
が
な
さ
れ
た
時
は
、
主

た
る
債
務
者
は
上
蓮

の

償
還
義
務
者

の
支
払
を
援
用
し
得
な

い
と
論
す
る
。
私
は
、
W
i
e
l
a
n
d
,
T
h
o
l
,
R
e
n
a
u
d

等

に
左
櫓
す
る
。
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,

H
o
f
f
m
a
n
n
,
W
a
c
h
t
e
r
,
H
a
r
t
m
a
n
n

等
の
主
張
は
、
恐
ら
く
は
、
そ
の
基
礎
を
各
債
務
者
は
自
己
の
手
形
行
爲
に
よ
り
て
独
立

支
抑

ノ
抗
辯
ー
ー
手
形
抗
辯
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支
払

ノ
抗
辯
ー

手
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抗
辯
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究
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第
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)

D

二
八

的
に
手
形
債
務
を
負
担

す
る
も
の
で
あ
る
、と
の
見
解
に
置
く
も
の
と
思
惟
す
る
が
、是
に
対
し

て
は
W
i
e
l
a
n
dの
所

説

を

以

て
答

へ
た
い
。
而
し
て
此
勲
に
つ
い
て
は
、
支
払

へ
る
者
が
主
た
る
債
務
者
で
あ
る
と
、
前
者
で
あ
る
と
は
、
支
払

を
受
領
せ
る

者
に
と
り
て
は
全
く
同

一
で
あ
る
。
且
つ
、
手
形
の
回
復
は
、
緋
濟
者
が
更
に
自
己
の
前
者
を
し
て
、
償
還
義
務
を
審
さ
し
め
ん

と
し
、或
は
、善
意
に
償
還
義
務
を
履
行
せ
る
考
に
対
す

る
再
度

の
支
払
を
冤
れ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
あ
る
こ
と
は
明
自
で

あ
る
が
、
受
領
者

の
権
利

の
浩
滅
と
内
面
的
関
係

を
持
た
し
め
る
要
が
あ
る
も
の
と
は
、
私
に
は
考

へ
ら

れ
な
い
。
V
o
l
k
m
a
r
-

L
o
e
w
y

の
見
解
に
対
し

て
は
、
裏
書
人
が
如
何
な
る
資
格
に
於
て
支
払

は
ん
と
す
る
か
の
問
題
に
關
し

て
は
、
彼
の
意
思
が
充

分
に
顧
慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
前
者
と
し
て
の
資
格
に
於
け
る
支
払

で
あ
る
以
上
は
、
既
に
客
観

的
款
態
、
即
ち
債
権
者
の
満
足
に
よ
り
、直
に
主
た
る
債
務
者
ぱ
、受
領
者
か
ら
そ
の
債
務
を
免
る
㌧
も
の
で
,
此
結
果
を
発
生

せ
し

め
様
と
す
る
支
払
者

の
意
思
は
、
そ
の
存
在

の
要
な
き
も

の
と
考

へ
る
。
た
で
特
別
な
場
合
、即
ち
支
払

へ
る
者

の
引
受
人
に
蜀
し

て
行
使
し
得
る
縦
利
を
受
領
者
が
承
縫
す
る
か
、
代
理
す
る
場
合

に
、
上
述
に
対
す

る
例
外

の
存
す
る
の
み
で
あ
る
..是
以
外
に
陳

ぶ
べ
き
窯
は
(b
)
の
問
題
と
共
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
譲
り
、
此
庭
で
は
、
支
払

を
拒
絶
せ
ん
と
す
る
者

の
主
た
る
債
務
膏
で
あ

る

こ
と
が
、受
領
者

に
と

っ
て
は
(
b
)
の
場
A
口
と
異
る
結
論
を
生
ぜ
し
め
る
契
機
は
は
爲
り
得
な
い
こ
と
を

一
言
す
る
に
止
め
る
。

㊥

受
領
考
と
支
払

へ
る
者
の
前
者
と
の
関
係

に
つ

い

て
は
、

(
a
)
の
場
合

に
引
受
入
が
支
払
を
拒
絶
し
得
る
こ
と
を
認
め
な



い
學
者
、
例

へ
ば
W
a
c
h
t
e
r
,
 
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 
H
a
h
n
,
 
S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
R
e
h
b
e
i
n

等
ぱ
此
場
合
に
も
同

一
の
結
論
を
認

め
、

る
q
更

に
是
等
以
外
に
も
・
R
e
n
a
u
d
,
 
T
h
O
l
,
 
B
r
a
u
n
,
 
K
o
r
n
,
 
B
r
e
n
t
a
n
o
M
e
r
z
b
a
c
h
e
r

等
も
、
償
還
金
噸
が
請
求
者
に

醐

謝
し
て
、
自
己
の
後
者
よ
り
支
挑
は
れ
た
と
云
ふ
抗
燐
は
提
出
し
得
な
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
尚
C
o
s
a
c
k
も
、
償
還
義

帆

務
を
履
行
せ
る
者
の
前
者
は
、
此
の
支
払

に
関
係
無
く
責
任
を
負

ふ
も
の
と
し
、
G
r
i
i
n
 
b
u
t

は
,
支
払

を
爲
す
裏
書
人

は

原

則
と
し
て
自
己
の
前
考
を
も
解
放
せ
ん
と
す
る
意
思
を
以
て
支
払

ふ
こ
と
な
く
、
且
つ
此
支
払

に
よ
り
て
所
持
人
の
権
限
が
問
題

と
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
何
者
支
払

へ
る
者
は
、
受
領
者
に
対
し

て
、
手
形
引
渡
し
の
請
求
樺
を
有
す

る
け
れ
ど
も
、
支
払

者

の
此
の
入
的
権
利

は
、
受
領
者

の
手
形
誰
舞
に
対
す

る
所
有
権

、
及
び
、
他

の
手
形
債
務
者
に
対
す

る
、
手
形
よ
り
生
す
る
独
立

の
債
権
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
而
し
て
、
手
形
を
返
還
し
な
い
事
實

に
は
,
支
払

受
領
者
が
、
支
払

者
の
計
算
に
於
て
、
他

の
前
者
に
対
し

て
償
還
請
求
を
爲
し
受
領
せ
る
も
の
を
最
初
の
支
払
者
に
引
渡
す
べ
き
、
支
払

者
と
受
領
者
と
の

一
致
せ
る
意
思

勘

が
現
は
れ
暑
れ
る
も
の
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
、
W
i
e
l
a
n
dは
、
手
形
債
務
者
は
.
後
位

の
償
還
義
務
者
に

ょ

る

償
還
金
額

の
支
払
を
も
援
用
し
得
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
後
者
に
賛
成
し
た
い
。
今
、
償
還
義

務
の
履
行
を
受
け
た
者

は
、
そ
れ
を
履
行
せ
る
者
に
手
形
を
引
渡
す
本
格
的
處
置

に
反
し
、
尚
手
形
を
保
留
す
る
変
則

的
現
象
の
生
す

べ
き
場
合

を
考
ふ

)

)

)

-

り
`

"
臼

nり

6

バ
リ

る
に
、
そ
れ
は
、
M
a
n
s
f
e
l
d
,
 
W
i
e
l
a
n
d
,
 
V
o
l
k
m
a
r
-
L
o
e
w
y

も
謂
ふ
様
に
、
或
は
償
還
義
務
を
履
行
せ
る
者
と
受
領
せ
る
者

支
払

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻

第

一
號
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D
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九
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払

ノ
抗
辯

i

手
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辯
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第
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〇

■

と
の
意
思
に
基
底
し
て
生
じ
、
或
は
償
還
義
務
者
の
意
思
に
反
し
て
出
現
す
る
。
而
し
て
、
第

一
の
場
合
は
、
そ
の
支
払
が
終
局

的
な
り
し
場
合
に
於
て
も
、
爾
二
個
の
場
合
を
包
含
す
る
。
即
ち

一
は
自
己
が
更
に
自
已
の
前
者
に
対
し

て
有
す
る
償
還
請
求
権

を
行
使
す
べ
き
事
を
受
領
者
に
委
任
し
,
そ
の
目
的
に
、
從
來
受
領
者
が
有
せ
し
形
式
的
模
限
を
利
用
す
る
爲
に
、
そ
の
儘
手
形

を
受
領
者
の
占
有
に
置
く
場
合
で
あ
り
、

一
は
自
己
の
有
す
る
上
述
の
権
利

を
受
領
者
に
譲
渡
す
る
場
合

で
あ
る
。
是
等
の
場
合

に
於
て
は
、
受
領
者
に
と
り
て
は
、
受
領
に
よ
り
從
來
自
己
の
有
し
た
権
利

は
消
滅
す
る
け
れ
ど
も
、
新

に
、
権
利

の
取
得
を
生

す
る
も
の
で
あ
り
、
從

つ
て
實
質
的
権
限

は
之
を
欠
訣
し
な

い
場
合
で
あ
る
。
た

じ
、
そ
の
行
使
し
、
或

は
有
す
る
権
利

が
、
償

還
義
務
を
履
行
せ
る
者
の
、
主
た
る
債
務
者
、
或
は
前
者
に
対
し

て
有
せ
し
権
利

を
、
超
え
る
事
が
能
き
な
い
の
み

で

あ

る
。

第
二
の
場
合

、
即
ち
手
形
の
保
留
が
支
払
者

の
意
思
に
反
し
て
行
は
れ
た
場
合
は
、
受
領
者
は
既
に
満
足
を
得
た
の

で

あ

る

か

ら
、

叫
箇
の
目
的
に
輻
合
し
た
総
べ
て
の
権
利
は
消
滅
し
、
箪
に
外
観

の
み
が
残
つ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、

實

質

的

樺

利
は
消
滅
し
,
形
式
的
権
限

の
み
が
受
領
者
に
淺
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
上
述
し
た
機

に
、
手
形
の
保
留
な
る
変
則

的
現
象
は
、

異

つ
た
意
味
に
於

て
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
從
つ
て
、
請
求
を
受
け
る
前
者
が
、
支
払

を
拒
絶
し
得

る
か
否
か

の
問

題

に

つ
い
て
も
、
第

一
の
場
合
と
第
二
の
場
合
と
に
於
て
解
答
が
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
第

一
の
場
合
に
於
て
は
,

前
者
は
受
領
者

の
請
求

に
癒
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
前
者
は
、
自
己
が
償
還
義
務
を

履

行

せ

る



者
に
劉
し
て
有
せ
し
抗
辯

は
、
全
部
、
請
求
す
る
受
領
者
に
対
し

て
向
け
得
る
も
の
費
あ
り
、
第
二
の
場
合
に
於

て
は
、
前
者
は

助

そ
の
請
求
に
鷹
す
る
の
要
な
き
も

の
と
↓.住
る
諜
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

ぞ
國き
総
。冠

も
謂
つ
て
居
る
様
に
受
領
者
が
手
形

を
ば
支
鰯
者
の
意
思
に
よ
つ
て
保
留
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
、
或
は
彼
の
意
思
に
よ
ら
な

い
で
そ
う
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
に
つ

い
て
は
、
通
論

の
説
示
す
る
處

に
於

て
は
、
更
に
麗
別
し
て
は
居
ら
な
い
の
で
あ
る
.、

岨

乏
憲
彗
瓢

も
、
乎
形
を
取
得
す
る
こ
と
無
く
し
て
支
払

ふ
債
務
者
は
、
そ
れ
で
受
領
者
を
取
立
受
任
者
た
ら
し
め
る
事
を

欲

し

た
も
の
で
あ
る
と
謂
ふ
主
張
は
、
単
に

、
想
像
せ
ら
れ
た
當
事
者

の
意
思
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
推
定
に
の
み
、
そ
の
基
礎
を
置
く

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
推
定

は
、
個

々
の
場
合
に
は
適
切
で
あ
る
が
、
し
か
し
或
る
場
合
に
は
當
填
ま
ら
な

い
と
謂
ふ
の
で

あ
る
。
上
述
し
た
第

一
の
場
合

の
結
論
の
理
由
は
更
に
説
明
を
要
し
な

い
。
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
,
同

一
結
論

を

採

る

或

論
者

の
如
く
に
、
悪
意
の
抗
辯
に
よ
つ
て
上
蓮
結
論
を
引
き
出
さ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
即
ち
、
未
だ
債
権
は
消
滅
せ
ざ
る
こ
と
を

前
提
と
し
な
ぱ
け
れ
な
ら
な

い
。
即
ち
、
債
権

は
両
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
他
の
償
、還
義
務
者
か
ら
支
払

あ
り
た
る
に
も
か
～
は

ら
す
、
術
同

一
支
払
を
担
保

す
る
他

の
前
者
に
、
支
払

を
請
求
す
る
の
は
、
椛
利
の
濫
用
を
意
味
す
る
も

の
と
説
明
し
な
け
れ
ば

陶

な
ら
な
い
。
私
は
か

」
る
意
味

に
於
け
る
悪
意
の
抗
辯
を
認
め
度
く
な
い
と
共
に
、
か
く
の
如
く
に
、
迂
曲
し

て
説
明
す
る
の
要

な
く
、
受
領
者
の
積
極
的
樫
限
は
客
槻
的
に
消
滅
せ
り
と
謂
ふ
を
以
て
足
れ
り
と
考

へ
る
。

支
抑

ノ
抗
跡
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

一一コ



支
抑

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

三
二

駒

ω

受
領
者
と
支
払

へ
る
者
の
後
者
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
H
a
r
t
m
a
n
n
は
、
術
、被
遡
及
者
に
は
、
手
形
債
権

が
、自
己
の
前
者
に

よ
り
遡
及
者
に
爲
さ
れ
た
支
払

に
よ
り
消
滅
し
た
と
謂
ふ
抗
辯

が
許
さ
れ
な
い
と
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
是
は
極
め
て
異
例

で
あ

)

)

S

,

6

6

つ
て
、
(
b
)
の
場
合

に
浩
極
に
解
し
た
論
者
も
、
此
場
合
に
は
支
払
拒
絶

の
可
能
を
肯
定
す
る
c
例

へ
ば
W
a
c
h
t
e
r
,
 
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,

17

π

17

17

17

17

17

17

17

17

S
t
a
u
b
S
t
r
a
n
z
,
 
T
h
o
l
,
 
H
o
f
f
m
a
n
n
,
 
G
r
i
i
n
h
u
t
,
 
C
o
s
a
c
k
,
 
B
r
a
u
n
,
 
R
e
n
a
u
d
,
 
K
o
r
n
,
 
H
a
h
n
,
 
V
o
l
k
m
a
r
L
o
e
w
y
,

鋤

B
r
e
n
t
a
n
o
M
e
r
z
b
a
c
h
e
r

で
あ
る
。
此
他
に
、
(b
)
の
場
合
に
於
て
も
積
極
的
見
解
を
主
張
し
た
も
の
が
、
此
場
合

に

同

一
態

度
に
出
つ
る
は
勿
論
嘗
然
で
あ
る
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
(
b
)
に
於
て
は
反
対

に
解
し
な
が
ら
、
此
場
合

に
於
て
は
、
支

梯
押
絶
を
肯
定
す
る
理
由
を
探
求
す
る
に
、
例

へ
ば
、
H
o
f
f
m
a
n
n
,
 
V
o
l
k
m
a
r
-
L
o
e
w
y

等
に
よ
れ
ば
、
後
位
債
権

者
の
自
己

に
対
す

る
償
還
請
求
権
を
切
噺
す
る
た
め
に
、
前
位
債
務
者
は
、
後
位
債
務
者

の
た
め
に
も
行
動
し
、
且

つ
彼
の
た
め
に
も
支
払

を
爲
さ
ん
と
す
る
意
思
を
持

つ
て
居
た
と
糊
念
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
謂
ひ
、
G
r
i
i
n
h
u
tは
、
振
出
人
及
び
裏
書
人

の
支
払

は
、
原
則
と
し
て
彼
自
身
を
そ
の
償
還
義
務
か
ら
冤
れ
し
め
様
と
す
る
意
思
、從
つ
て
自
己
の
後
者
を
も
解
放
せ
ん
と
す
る

意
思
を
以
て
爲
さ
れ
た
も

の
と
槻
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
振
出
人
、
或
は
裏
書
人
の
支
払

が
そ
の
者

に
冤
責
の
致
果
を
招
致

す
る
が
た
め
に
は
、
そ
の
者
の
後
者
も
、
此
支
払

に
よ
り
解
放
せ
ら
る

Σ
こ
と
を
要
す
る
。
何
者
、後
者
が
、伺
償
還
義
務
を
負
担

す
る
以
上
は
、
そ
の
者
に
於

て
、
支
棉
を
爲
せ
る
前
者
に
償
還
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
随
っ
て
、
此
の
前
者
に
対
し

て



㊥

も
支
払

の
目
的
が
水
泡
に
蹄
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
論
じ
、
M
I
c
h
a
e
l
i
s
も
、
支
払

は
原
則
と
し
て
支
払

へ

る
者
か
ら
、
受
領
者

に
対
し

て
人
的
抗
辯

を
発
生

せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
請
求

者
が
、
a
r
g
l
i
s
t
i
g

に
行
動
す
る
時
は
此
限

り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
請
求
者
が
手
形
金
額
支
払

の
義
務
あ
る
者
か
ら
、

一
度
給
付
を
受
け
た
事
實
の
み
で
は
、
未
だ
再
受
領

の
請
求
を
以
て
悪
意
あ
る
行
動
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
何
者
受
領
者
が
支
払
者

の
取
立
受
任
者
と
な

る
場
合

も
あ
り
得
る

か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
支
挑
が
、
若
し
被
請
求
者
の
前
者
に
よ
つ
て
爲
さ
れ
た
時
は
、
受
領
せ
る
手
形
債
椴
者
は
支
払

へ
る
者

の

取
立
受
任
者
と
し
て
も
、
ま
た
、
自
己
自
身
の
権
利
か
ら
も
、
償
還
請
求
樺
無
し
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
結
論
に
は
勿
論

反
対

す
べ
き
何
物
を
も
持
た
な

い
の
で
あ
る
が
、し
か
し
理
由

に
於
て
は
行
き
方
を
異
に
す
る
。
私
は
、
支
払
者
の
意
思
に
遡
及
し

た
り
、
後
者
が
解
放
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
生
す
る
不
都
合
な
結
果
に
潜
心
し
た
り
、
或
は
、
悪
意
の
抗
辯
を
持
出
す
必
要
は
な
く
、

(
b
)
の
場
合

と
同
様
に
、
受
領
者
の

一
身
に
集
中
す
る
多
数

の
債
権
は
、
唯

一
の
目
的
を
焦
窯
と
な
す
も
の
で
あ
る
事
實
か
ら
、直

に
上
述
の
結
論
が
把
握
し
得
ら
る
」
も

の
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。
S
t
a
u
b
-
S
t
r
a
n
z

は
、上
述
(
b
)
の
場
合
に
於

て
前
者
が
受
領
者

に
対
し

て
も
、
自
己
の
冤
責
を
主
張
し
得
な
い
理
由
と
し
て
、
支
払

に
よ

つ
て
、
手
形
債
罹
は
支
払
者
に
移
転

す
る

の
で

は

な

く
、
軍
に
、
此
者
が
手
形
の
引
渡
し
に
対
し

て
請
求
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
謂
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
、
此
場
合
に

於
て
は
、
支
払
受
領
者
を
以
て
支
払

者
の
取
立
受
在
者
な
り
と
し
,
随
つ
て
、
支
払
者
の
後
者
に
対
し

て
は
請
求
し
得
な
い
も
の

支
払

ノ
抗
辯
f

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

三
三
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究
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D

三
四

と
す
る
態
度
と
は
,
果
し
て
調
和
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

三

償
.還
義
務
の
履
行
が
あ
つ
た
場
合
、
保
証

債
務
の
履
行
が
あ
つ
た
場
合
,
及
び
、
参
加
支
払

の
行
は
れ
た
場
合

の
効
果

に
つ

(
い
て
は
、
第
四
九
二
條
(第
五
二
九
條

に
よ
り
約
束
手
形
に
準
用
せ
ら
れ
、
第
五
三
七
條
に
よ
り
小
切
手
に
準
用
せ
ら
れ
る
)、
第
四

九
九
條
(第
五
二
九
條
に
よ
り
約
束
手
形
に
準
用
が
あ
る
),
及
び
、
第
五

=
二
條
(第
五
二
九
條
に
よ
り
約
束
手
形
に
準
用
が
あ
る
)

の
各
規
定
が
存
す
る
。
而
し

て
、
是
等
の
規
定
す
る
塵
は
、
支
払

の
抗
辯

の
観
點
か
ら
は
、
別
に
上
述
し
た
塵
と
は
底
調
を
異
に
す

る
問
題
を
醸
成
す
る
程
の
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
本
論
文
に
於
て
は
素
通
り
す
る
事
に
す
る
。

以
上
學
説
を
紹
介
し
、
且
つ
そ
れ
を
批
判
し
な
が
ら
、
所
謂
支
払

の
抗
辯

に
關
す
る
私
の
考
を
陳
述
し
た

の
で
あ

る

が
、

最

後

に
、
我
が
大
審
院
か
、
此
聞
題
を
如
何
に
見
て
居
る
か
を
槍
べ
て
み
た

い
。
乍
然
、
そ
の
企
を
可
能
な
ら
し

め
る
材
量
は
多
く
は
な

く
、
次
の
三
箇
の
判
決
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

)イ(

明
治
三
九
年
五
月

一
五
日
判
決

、民
事
判
決

録

一

二
輯
士
五
〇
頁

事
案
は
、
被
上
告
人
(被
告
)
安
河
内
左
助
が
、
約
束
手
形
の
所
持
人
た
り
し
訴
外
安
河
内
喜

}
郎
に
、
手

形
満
期
日
前
に
手
形

の

支
払

を
爲
し
た

の
で
あ
る
が

(
そ
の
際
に
手
形
の
回
牧
が
あ
つ
た
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
、
上
告
人
(原
告

)渡
邊
長
之
助
は
消
極



に
主
張
し
、
被
上
告
人
安
河
内
左
助
は
、
積
極
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
原
院
は
、
結
論
に
は
影
響
す
る
處
が
な
い
も
の
と
し
て

此
點

を
不
問
に
附
し
、
決
定
を
與

へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
)
、
そ
の
手
形
を
、
支
払
拒
絶
證
書

作
成
期
間
経
過
後

に
、
上
告
人

(原

告
)
渡
邊
長
之
助
は
、
訴
外
安
河
内
喜

一
郎
か
ら
譲
受
け
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
長
之
助
は
、
該
手
形
に
基
い
て
、
手
形
金
請
求

の
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
審
に
敗
れ
た
長
之
助
が
、
上
告
理
由
と
し
て
陳
示
す
る
虚
の
要
黙
は
、
手
形
と
引
換
で

な
く
爲
さ
れ
た
支
払

は
、
決
し
て
適
法
の
支
払

で
は
な
く
,
假
令
、
所
持
人
の
同
意
を
得
た
時
で
あ
つ
て
も
、
未
だ
全
然
手
形
上

の
権
利
を
消
滅
せ
し
め
る
数
力
が
な
く
、
且
つ
、
支
払

期
日
前
の
支
払

の
数
力
に
付
い
て
は
、
吾
現
行
商
法
中
明
文
が
な
い
け
れ

ど
も
、
冤
責
の
絶
対
的
数
力
が
な
い
の
は
學
説

の

一
致
す
る
庭

で
あ
る
、
と
謂
ふ
に
存
す
る
。
大
審
院
は
判
示
し
て
曰
く

『
手
形
債
務
者

力
手
形
所
持
人

二
封
シ
満
期
日
前

二
手
形
ノ
交
付
テ
受
ケ
ス
シ
テ
手
形
金
ノ
支
払

ヲ
ナ
ス
モ
直
接
ノ
當

事
者
聞

二
在
テ
ハ
支
払
ノ
数
力
ヲ
生

シ
債
務
ノ
滑
滅
ス
可
キ
ハ
勿
論

ニ
シ
テ
此
鮎

二
關

シ
テ

ハ
毫

モ
手
形
債
務
ト
通
常

債
務
ト
ノ
間

二
何
等

ノ
区
別
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
・
:
・上
告
人

ハ
拒
絶
證
書

作
成
期
間
経
過
後

ノ
裏
書
護
受
人
ナ
ル
カ
ユ
ヘ

ニ
商
法
第
四
百
六
十
二
條
ノ
規
定

二
依
リ
裏
書
人
ナ
ル
安
河
内
喜

一
郎
ノ
有

セ
シ
権
利

ノ
外
何
等
手
形
上
ノ
椎
利
ヲ
取

得

ス
ヘ
キ

ニ
ア
ラ
ス
而

シ
テ
被
上
告
人

ハ
明
治
三
十
七
年
二
月
二
十
日
安
河
内
喜

一
郎

二
封

シ
手
形
金
ヲ
支
払

ヒ
タ
ル

モ
ノ
ナ
レ
ハ
喜

一
郎

ハ
最
早

ヤ
被
上
告
人

二
封

シ
支
払
ヲ
求

ム
ル
権
利
ヲ
有

セ
ス
從
ツ
テ
上
告
人
モ
斯

ル
権
利
ヲ
取
得

支
払

ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
辯

研
究
ノ
二
1

(
第

一
谷
第

剛
號
)

D

三
五
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三
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一

大
審
院
は
、
手
形
金
支
払

の
直
接
當
事
者
間
に
あ
つ
て
は
、

「
般
の
債
務
の
場
合

と
同
様
な
る
現
象

を

生

ず

る

も

の

と

し
、
即

ち
、
支
払

は
債
務
の
消
滅
を
結
果
す
る
も

の
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
此

の
大
審
院

の
把
持
す
る
見
解
は
、
そ
の
結
論
に
於
て
、
及
び
そ

の
理
由
に
於
て
、
上
掲
(
一
)、
(
甲
)、
(
ロ
)、
(
c
)
、
(天
)
に
於
て
紹
介
し
た
慮

の
、
D
e
r
n
b
u
r
g
,
L
a
d
e
n
b
u
r
g
,
H
a
r
b
u
r
g
e
r

W
i
e
l
a
n
d
,
J
a
c
o
b
i

等

の
説
示
と
同

一
で
あ
る
。
從

つ
て
又
、
私
が
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
の
は
,
是
等
の
學
者
の
所
説
を
前
に
是
認

し
た
事
で
、
飴
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
術
大
審
院
は
、

『
満
期
日
前

二
手
形
ノ
交
付
ヲ
受
ケ

ス

シ

デ
手
形
金
ノ
支
払

ヲ
ナ
』
し
た

場
合

に
も

、
同

一
の
成
行
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
是
は
、上
掲
(
一
)
、
(
甲
)
、
(
・
)
,
(
c
)、
(地
)
に
於
て
示
し
た
、
H
e
i
n
s
h
e
i
m
e
r

G
e
i
l
e
r

の
所
説
を
正
面
か
ら
排
撃
す
る
も

の
で
あ
り
、
而
し
て
そ
れ
も
亦
肯
定
せ
ら
る
べ
き
事
は
、
既
に

述
べ
た
塵
か
ら
充
分
に

知
り
得
る
と
考

へ
る
。

セ

サ

ル

モ
ノ

ナ

ル

コ
ト
今

更

言

ヲ
侯

ツ
可

キ

ニ
非

ス
』

①

大
尭

年
十
万

四
月
製

民

事

州列
決

録

噌一
上ハ
ノ

輯

一
六
四

四

頁

、

事
實
は
原
裁
判
所
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
上
告
人
菊
地
庄
右
衛
門
は
,
額
面
金
三
百
圓
の
約
束
手
形
を
、
被

上
告
人
伊
藤
政
五
郎
宛

に
振
出
し
た
が
、
そ
の
手
形
に
対
し

て
、
支
払
期
日
後
に
於
て
、
一
部
緋
濟
が
あ
つ
た
の
で
、
所
持
人
た
る
被

上
告
人
伊
藤
は
,
そ
の

乎
形
残
金
二
百
五
十
圓
と
、
之
り
対
す

る
法
定
利
息
の
支
払
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
o
第
二
審
に
於
て
敗
れ
た
上
告



人
菊
地
庄
右
衛
門
は
上
告
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
約
束
手
形
は
手
形
額
面
に
依
り

一
般
に
融
通
せ
ら
る

べ
き
性
質
を
有
す
る
も

.

の
に
限
る
も
の
で
、
額
面
以
上
、
若
く
は
額
面
以
下
に
通
用
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
、
而
し
て
本
件

に
於

け
る
約
束
手
形
は

一
部

緋
濟
が
な
さ
れ
た
と
同
時
に
、
約
束
手
形
と
し
て
の
数
力
を
褒
つ
た
も
の
で
あ
る
と
謂
ふ
に
存
す
る
。
大
審
院
は
勿
論
被
上
告
人

に
勝
た
し
め
た
が
,
そ
の
理
由
に
曰
く

『
手
形
債
務
者

ヨ
リ
其
金
額
ノ

一
部
ノ
緋
濟
ア
ル
ト
キ
ハ
手
形

二
記
載
ナ
シ
ト
錐

モ
之
ヲ
其
直
接
當
事
者
タ
ル
手
形
所

持
人

二
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ヘ
キ
コ
ト
ハ
商
法
第
四
百
四
十
條
但
書

二
依
リ
テ
明
カ
ナ
ル
ヲ
以
テ
手
形
所
持
人
ハ
緋
濟

を
受
ケ
サ
ル
淺
額

二
付
キ
手
形
金
ノ
請
求

ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

ヘ
キ
モ
ノ
ト
謂

ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
』

結
論
の
正
當
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
が
前
掲
明
治
三
九
年
判
決
の
様
に
、
W
i
e
l
a
n
d
,
D
e
r
n
b
u
r
g
,
J
a
c
o
b
i
等
の

見
解
を
採
揮
す
る
も

の
で
あ
る
か
、
或
は
(
一
)
、
(甲
)
、
(
ロ
)
、

(
c
)
、(
地
)
に
挙
げ
た
、
H
e
i
n
s
h
e
i
m
e
r
-
G
e
i
l
e
r
,
M
i
c
h
a
e
l
i
s

C
a
n
s
t
e
i
n
,
S
t
a
u
b
-
S
t
r
a
n
z
,
B
e
r
n
s
t
e
i
n

等
の
解
す
る
如
く
.
受
領
者

の
、
即
ち
本
件
に
於

て
は
、
被
上
告

人
伊
藤
の
権
利

は

一
部

浩
滅
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
、
此
者
に
蜀
す
る
人
的
抗
辯

の
発
生
を
認
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
ビ
不
明
で
あ
る
恨
が
存
す
る
。

大
正

}
五
年

一
〇
月

=
二
日
判
決

法
律
轍利
聞

二
⊥ハ

五
三
號

六
頁

事
實
は
、
上
告
人
(原
告
)大
堀
孝
は
、
從
來
被
上
告
人
(
被
告
)
株
式
会
社
葵
商
店

に
対
し

て
,
金
七
〇
〇
〇
圓
の
手
形
債
務
を
負
、

支
払

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(第

一
巻

第

一
號
)

D

三
七



支
払

ノ
抗
繋
ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

三
八

捲
し
て
居
た
處

、
そ
の
債
務
の

一
部
緋
濟
を
な
す
爲
、
大
正

一
一
年
六
月
二
六
日
、
上
告
人
大
堀
の
所
有
に
係
る
建
物
に
抵
當
梅

を
設
定
し
て
、
被
上
告
人
葵
商
店
か
ら
、
本
件
係
孚
債
務
に
係
る
金
四
〇
〇
〇
圓
を
借
受
け
る
こ
と
玉
し

(而
し
て
利
息
は
百
圓

に
付
き

一
圓

一
〇
銭
と
す
)
、

そ
の
内
金
三
六
二
八
圓
五
九
銭
を
、
前
示
七
〇
〇
〇
圓
の
手
形
債
務
の

一
部
緋
濟

に
充
當
し
、
而

し
て
そ
の
残
飴
金
を
被
上
告
に
支
払

ふ
べ
き
同
債
務
の
利
息
、
及
び
本
件
消
費
貸
借

の
手
数
料
、
並
に
登

記
費
用
の
支
緋

に
充
て

る
こ
と
㌧
し
た
。
し
か
る
に
上
告
人
大
堀
は
右
の
消
費
貸
借
は
無
数
で
あ
る
と
な
し
て
、
債
権

不
存
在
確
認

の
訴
を
提
起
し
た
。

腱
が
第

一
審
、
第
二
審
共
に
、
上
述
の
事
實
は
、
四
〇
〇
〇
圓
の
貸
借
と
同

一
の
経
済
上
の
目
的
が
達
成

せ
ら
れ
た
事
を
認
め
る

に
難
く
な

い
と
謂
ふ
理
由
で
敗
れ
た
の
で
上
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
中
、
本
論
文
に
関
係

あ
る
貼
は
、
即
ち
、
手
形
の

支
払

は
商
法
第
四
八
三
條
、
第
四
八
四
條
に
從

ひ
、
手
形
引
換
叉
は
記
入
の
爲
本
を
必
要
と
す
る
、
之
を
爲
さ
な
い
時
は
、

一
般

的
に
は
手
形
支
払

た
る
の
効
果
が
な
い
。
故
に
手
形
の
支
払
と
謂
ふ
こ
と
を
経
済

的
利
益

と
見
て
、
消
費
貸
借
の
成
立
を
肯

定
し

様
と
す
る
な
ら
ば
、
必
す
手
形
が
回
牧
せ
ら
れ
た
る
か
、

一
部
支
払

な
ら
ば
、
原
本
に

一
部
支
払

が
記
入
せ
ら
れ
、
且
つ
爲
本
が

交
付
せ
ら
れ
た
る
か
否
か
を
看

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
只
當
事
者
間
に
、
手
形
支
払

と
認
む
べ
き
約
束
あ
り
と
の
事
を
以
て
、
経

濟
的
均
等
利
益

な
り
と
爲
す
べ
き
で
は
な
い
と
謂
ふ
に
あ
る
。
大
憲
院
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
上
告
理
由
に

答

へ
て
曰
く



『
上
告
人

ハ
手
形
金
ノ
支
払

ニ
ヨ
リ
テ
手
形
債
務
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
全
部
支
払

ノ
場
合

ニ
ハ
手
形
ヲ
回
牧

ス
可
ク

一
部
支
払

ノ
場
合

ニ
ハ
ソ
ノ
旨
ヲ
手
形

二
記
入
セ
シ
メ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
否
ラ
サ
レ
ハ
全
然
敷
ナ
シ
ト
云
フ
モ
當
事
者
聞

二
於
テ

ハ
此
手
續

ヲ
採
ラ
サ
ル
モ
支
払
ノ
効
果

ヨ
リ
唯

コ
ノ
手
續

ヲ
採
ラ
サ
ル
時

ハ
後
日
其
ノ
手
形

力
善
意
ノ
取
得
者

ノ
手

二
渡
リ
手
形
債
務
者

ハ
再
ヒ
手
形
金
ノ
支
払

ヲ
ナ
サ
・
ル
可
カ
ラ
サ
ル
危
険
ア
ル
ニ
過
キ
ス
從
ツ
テ
手
形
ヲ
回
牧

シ
叉

ハ
一
部
支
払

ノ
旨
ヲ
手
形

二
記
入
セ
シ
メ
サ
ル
以
上
ノ
當
事
者
間

二
其
於

テ
モ
全
然
手
形
金
支
払

ノ
致
果
生

セ
サ

.
ル
モ
ノ
ト
シ
以
テ
カ
ク
ノ
如
キ
場
合

ニ
ハ
消
費
貸
借
成
立
ノ
要
件
タ
ル
現
物
授
受
ノ
効
果

ナ
シ
ト
論

ス
ル
カ
如
キ
ハ
當

ラ
ス
』

第
四
八
三
條
、
第

四
八
四
條

の
手
續
を
採
ら
な
く
て
も
、
當
事
者
聞
に
於
て
は
支
払

の
致
果
を
生
歩
る
も
の
と
し
た
黙
に
於
て
は
、

前
掲
明
治
三
九
年
判
決
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
叉
、
か
曳
る
手
續

を
採
ら
な
い
以
上
は
、
善
意
の
第
三
者
に
は
再
度
の
支
払

を
爲
さ
璽

る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
て
居
る
の
は
、
前
掲
二

〉、
(
乙
)、
(
a
)
で

示
し

た
R
e
n
a
u
d
,
H
a
c
m
a
n
n

等

の
見

解

を
退
け
、
通
説
を
是
認
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
正
當
な
事
は
、
通
説
を
肯
定
す
る
際
に
既
に
述

べ
た
の
で
あ
つ
て
、
更
に
繰
返

す
必
要
を
賭
な
い
の
で
あ
る
。

支
払

ノ
抗
辯

ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

三
九



支
払

ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

四
〇

主き
μ

例
示

す
る
な
ら
ば
、
特

に
此
の
問
題
な
対
象

と
す
る
論

文
以
外

に
、

等

ぼ
、
此
抗
辯

な
主
題

ミ
す
う
も
の
で

あ
ろ
。

鼓

に
騙

束
性
ご
に
、

な
意

味
す
ろ
。
即

ち
、
手
形

の
交
付
は
原
則
と
し
て
手
形

の
署

名
が
件
に

ろ
㌔
こ
と
な
要
し
、

而

・し
て
署
名
・し
六
交

付
者

ぼ
、
法
律

に
よ
リ
、
手
形
の
引
受
、
澹
保
の
設
定
、
支
払

に
対
し

て
責

任
な
員

に
さ
し

め
ら

ろ
、
事
を
謂
ふ

の
で
あ
ろ
。

例

へ
ば

に
此
事

な
明
言
し
、
其
他
の
學
者
は
當
然

の
事
守」
前
提

・し
て
居
ろ
。

之

に
反
し
て

f
馬
、

ー

(
イ
)
支
払
の
受
領

の
煙
限
あ
ろ
者
に
対
し

て
、
支
払

が
手
形
に
対
し

て
爲

さ
れ
、
而
し
て
、
(
ロ
)
手
形
債
務
の
消
滅
が

手
形
自
勇

に

 L
adenhurg, Z

eitschrift far das gesam
rnte Ilandelsrecht, lId. 7 S. 39

V
olkm

arL
oew

y, D
ie D

eutsche W
echselordnung, S. 298

G
riinhut, W

echselrecht, IT
. S. 87; V

olkm
arL

oew
y,

a. a. 0. S. 189; H
offm

ann, A
rsfiihrliche E

rlauterung der allgem
einen deutschen W

echselordnung, S. 109; 

'1'h51 I )as llandelsrecht, IT
, S. 184; B

raun, llie L
ehre vom

 W
echsel nach der allgem

einen deutschen

\V
echsclordung, S. 103

C
anstein, L

ehrl)uch des W
echselrcehts, S. 131 

I)ie
obligatorische

(.'i rk ulatio n

B
ernstein, D

eutsche end O
esterreichische W

echselordnung, S. 331; B
ehbein, W

echselordnung, S. 125

R
enaud, L

ehrl)uch des A
llgem

einen Ieutschen W
echselrechts, S. 275 Fg.

B
raun, D

ie L
ehre vom

 W
echsel nach der allgem

einen deutschen W
echselordnung,



記

載

ぜ
ら
れ
、
並
び

に
、
手
形
が
支
払

者
に
引
渡

さ
れ
れ
る
時

に
於
て
の
み

.
手
形
法
自
鐙

に
登
生
す

る
抗
辯

ビ
看
る
の
で
あ

る
。

は
前

註

に
述
べ
れ
前
提
の
下
に
於

て
、
矢
張
り
此
事
な
必
要

ぜ」
し

て
居

ろ
。

(
¢
)

振
出
、
裏
書

及
び
叉

は
引
渡
に
よ

る
取
得
者
、
或
ぼ
償
還
義
務
な
履

行
す
ろ
こ
と
に
よ
る
手
形
の
回
復

者
。

(
一
〇
)

手
形
金

韻
の
文
言
通
り
の
支
払

無

き
に
よ
う
、
最
後
所
持
人

の
直
接
の
損
害

と
、
償
還
義
務

の
履
行

の
結

果
と

・し
て
の
、
前

者
の

間
接

の
損
害
。

も
、
裏

書
人

の
責
任

な
以
て
、
支
払

人
が
指
圖

な
支
払

は
な

か
つ
た
場
合

に
於

け

ろ

、

で

あ

ろ

と

謂

ふ
。

荷
彼

に
、

に
於
て
、
支
払
の
抗
辯

は
、
被
請
求

の
手
形
債
務
者
若
く
に
そ
の
代
理
人
自
易
が

支

掬

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
擬
研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

四

一

B
raun, a. a. 0. S. 444

1  lirtm
ann, I )as D

eutsche W
echselrecht, 5. 280

V
crpflichtigung zur Schadloshaltung

11. 0. L
ehm

ann, L
ehrhuch des deutschen W

echsehechts, 5. 581 

G
ranhut, a. a. 0. S. 136 

V
olknurL

oew
y, a. a, 0. S. 305 

W
achter, 1)as W

echselrecht des D
eutschen R

eichs, S. 511

Ilartm
ann, a. a. 0. S. 377 fg.

B
orchard, Z

eitschrift flit das gesarnm
te llandelsrecht, B

d. 2 S. 87 fg.

W
echselordnung m

it K
om

m
entar, Z

us. 781

D
ie A

llgem
eine D

eutsche



支
払

ノ
抗
辯
…i

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第
↓

巻
第

一
號
)

D

四

二

手
形
所
持
人
に
.支
挽

を
な
ぜ
ろ
時

に
於
て

の
み

許
さ
ろ

エ
も
の
で
、
他
の
手

形
債
務
者
に
ょ
り

て
爲

さ
れ
、
而
し

て
、
請
求
者
が
自

己
の
所
持
に
風

す
る
手
形

の
形
式
ご
内
容

に
從

へ
ば
、
侮
棲
限

あ
る
手
形
債
権
者
で
あ
り
.
被
請
求
看
の
手
形

か
ら
の
債
務
が
、
手

形

の
内
容

に
從

へ
ば
禽
存
在

す
る
も
の
と
看
ら
ろ

べ
き
場

合
に
、
即

ち
許

さ
れ
な

い
。
引
受
人

に
よ
り
て
爲

さ
れ
た
支
払

ご
錐
も
、

從

つ
て
、
そ
れ
が
手
形
面
に
於

て
、
受
領
濟
み
と
な
り
、
若
く
に
、
差
引
か
れ
六
時

に
於

て
の
み
、
被
請
求
者
の
利
益

に
蹄
す

る
に

過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
と
謂

ふ
。

H
o
f
f
m
a
n
n
,
 
a
.
 
a
.
 
O
.
 
S
.
 
5
9
3

第

四
八
三
條

に
磨
す

ろ
の
が
第

四
九

五
條
で
、
同
條

に
即
ち

『
償
還

ハ
爲
替
手
形
支
払

瓶

絶
識
書
及

ヒ
償
還
計
算

書

卜
引
換

二
非
サ

レ
ハ
之

ヲ
偽

ス
コ
ト
チ
要

セ
ス
』

ご
、
第

一
項

に
於

て
定
め
、

『
償
還

チ
爲

ス
者

ハ
之

テ
受

ク

〃
者

テ
シ
テ
償
還

計
算
書

二
償
還

テ

受

ヶ
タ

ル
旨

チ
記
載

セ

シ
メ
且
之

二
署
名
セ
シ

ム
ル

コ
ト
チ
得
』

と
、
第

二
項

に
於

て
定
め
、

而
し
て
同
條
は

、
第
五

二
九
條
、

第

五

三
七
條

に
よ
リ
、
約

束
手
形
及

び
小
切
手
に
準

用
ぜ
ら

ろ

・
の
で

あ
る
。

V
o
l
k
:
w
a
r
L
o
e
w
y
,
 
a
.
 
a
.
 
O
.
 
S
.
 
2
9
9
は
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 
W
a
c
h
t
e
r

等

の
探

用
す
る
原

理
が
.
獨
乙

手
形
條

例
第

三
九
條
な
理
由

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
行
き
過
ぎ
で
あ

つ
て
、
若

し
そ
う
で
あ

ろ
と
す
る
な
ら
ば
、
受
領

の
記
載

あ
る
手
形
な
交
付

せ
し
め
な

か

つ
ぬ
手
形
債
務
者
に
、
受
領
者
が
請
求
す
ろ
時

に
に
,

再
度
の
支
払

な
爲

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ご
謂
ふ
結
論

を
認
む

る
に
い
六
ろ

ぜ
謂
ふ
の
で
あ
ろ
o



(
ゆ
ご

爾
、
濁

乙
手
形
條
例
第

三
九
條
、
我
商
法
第
四
八
三
條
、
第
四
八
四
條
第

二
項

の
立
法
理
由
に
つ
き

て
は
、

田
中
博
士
手
形
法
概
論
四
〇
六
頁
、
松
本
憾
士
手
形
法

三
四
六
頁
、
青
木
博

士
手
形

法

論

四
六
六
頁
以
下
参
照
。

支
拗

ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
辯

研
究
ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

四

三

 M
. u. M

. Stranz,

\V
eclrselordnung, A

nm
. 2 zu A

rt. 82

[151, a. a. 0. S. 754 

StaubStranz, K
om

m
entar, A

nm
. 58 zu A

rt. 82 

W
ieland, Z

. 1 L
.R

. B
d. 74 S. 44 

K
orn, W

echselordnung nebst W
echsellirozess und \V

echselstem
pelgesetz, S. 125 

I_)ernburg, D
as bürgerliche R

echt des D
eutschen R

eichs und Preussens, 115. II. 2. S. 402 ff. 

I lalrn, D
as I)eutsche W

echselrecht, S. 146 fr. 

L
adenburg, a. a. 0. S. 39; derselbe, A

rchiv für T
heorie und Praxis des A

lIgem
einen D

eutschen 1landels=
u. 

^V
echsclrechts von B

usch, 13d. 32 S. 153 ff. 

M
ansfeld, L

eipziger Z
eitschrift für I lar rleis =

,K
onkurs —

 und V
ersicherungsrecht, 1912 S. 579 

1larburger, R
eitiligc zur E

rliiuterung des D
eutschen R

echts, 1 d. 40. S. 540, 552 

Jticobi, E
hrenbergs Ilandbuch des gesam

m
ten lla.ndelsrecht, lId. IV

, A
bt. 1 S. 273 fg.



支
払

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
i

(
第

一
答
第

一
聾
)

D

四
四

に
、
獨
乙

手
形
條
例
第

三
九
條

(
こ
れ

に
中
櫃

的
に
は

我
第
四
八
三
條

、
第

四
八
四
條
第
二
.

　

項
ご
同

一
の
内
容

な
有
す
ろ
)
と
、
内
容
的
に

一
致
す
る
、
一
九

=

一年

の
爲
替
手
形
及

び
約
束
手
形
統

一
規
則
笛

三
八
條

な
以
て
、

自
明
の
命
題
な
云
謂
す
ろ
も
の
と
な
す
。

も
、
第

三
九
條
を
以
て
.

一
般
的

 H
ellw

ig, W
esen und subjektive B

egrenzung der R
echtskraft, S. 294 

II. 0. L
ehm

ann, a. a. 0. S. 581 

V
olkm

arL
oew

y, a, a. 0. S. 301 fg., 305 

1 ieinsheüner—
G

eiler, H
andelsrecht, S. 164 

M
ichaelis, Scheckgesetz, A

nm
. 10 zu A

rt. 18 

C
anstein, a. a. 0. S. 417 fg. 

R
ehbein, W

echselordnung, A
nm

. 4 1, zu A
rt. 82 

1lernstein, D
eutsche und O

esterreichische \V
echselordnung, S. 331 

G
rünhut, a. a. 0. S. 136 

b[. u. T
. Stranz, a. a. 0. A

nm
. 72 und 80 zu A

rt. 82

W
ieland, Z

. 1L
. B

d. 74 S. 43

K
och, D

as W
echselrecht nach den G

rundsäzen der allgem
einen deutschen

W
echselordnung und nach seiner A

nw
endung in den preussischen L

bndern S. 218



慣
行
な
ば
、
原

則
こ
し
て
餐
表

し
む

も
の
と
謂

ふ
の
で
あ

る
o

田
中
博

士
手
形
法
概
論

四
〇
六
頁
o

も

、

此

鮎

に

に

同
見

で

あ

ろ
。

例

へ
ば

、

支
挑

ノ
抗
辯
-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

、

D

四
五

 I)ernburg, a. a. 0. S. 402 

L
adenburg, Z

. H
. R

. lid. 7 S. 39; derselbe, A
rchiv für T

heorie und Praxis des A
llgem

einen D
eutschen 

lIandels=
u. W

echselrechts von B
usch, lid. 32 S. 153 ff. 

llarburger, a, a. 0. S. 540, 552 

W
ieland, D

er W
echsel und seine civilrechtlichen G

rundlagen. S. 107 ff. 

jacobi, a. a. 0. S. 273 

N
[ansfeld, L

eipziger Z
eitschrift für IIandels=

, K
onkurs=

und V
ersicherungsrecht, 1912 S. 579 

IL
llw

ig, a, a. 0. S. 294 A
nm

. 17 

C
osack, L

ehrbuch des flandelsrechts, S. 308 

G
rPnhut, a. a. 0. S. 265 A

nm
. 7

l3rentanoN
lerzbacher, D

eutsche W
echselordnung, S. 51

H
artm

ann, a. a. 0. S. 377; B
orchard, a. a. 0.; M

ichaelis, a. a. 0. A
nm

. 10 zu A
rt. 18



丈
彿

ノ
抗
辯

-

手
形
抗
辯

研
究
ノ
ニ
ー

f
(
第

一
答
第

唱
號
)

D

四
六

術
彼
は
同
頁
の
註
六

一
に
於

て
、
手
形
ほ
受
戻
澄
券

と
し
て
軍
純

に
支
払

は

る
べ
き
も

の
で
に
な

く
、
受
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
謂

ふ
の
が
理
由

の
様
に
思
に
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
此
理
由

な
以

て
し

て
は
、
善
意

の
手
形

取
得
者

に
対
し

て
、
再
び
支
払

は
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
理
由

に
把
持
し
得

や
う
け
れ

こ
も
、
今
問
題

と
し
て
居
ろ
鮎
に
封

・し
て
は
、

充

分
な
理
由
な
把

持
し
得
た
と
は
謂

ひ
得

な

い
も

の
と
信
ず

る
。

等

に

よ
れ

ば

、

彼
が
償
還
義
務
者

の
支
払

に
つ

い
て
に

等
ピ
同

一
見
解

を
持
す

ろ
様
に
な
つ
て
居
ろ
が
、

等
,ξ
、

そ

の
見
解

な

一
に
す

ろ

こ

と

は

明

で

あ

る
が

、

主

六

る
債

務

者

に

よ
り
、
或

に
そ
れ

の
六

め
に
支
払
が
あ

つ
た
場
合

に
於

て
.
果
し
て
同

一
の
意
見

を
有
す
る
も

の
で
あ
ろ
か
は
疑

問
で
あ
ろ
。
寧

ろ

反
対

で
は
な

い
か

ε
考

へ
ろ
が
、
彼

の
表

現
に
曖
昧
な
虜
が

あ
る

の
で
、
今
は

に
從

つ

て
置

く

。

 L
adenburg, B

usch A
rchiv. B

d. 32 S. 176, B
d. 37 S. 3(1 

lieinsheim
erG

eiler, a. a. 0. S. 164 

M
ichaclis, a. a. 0. A

nm
. 10 zu A

st. 18

('anitcin, a. a. O
. S. 419

Staub-Stranz, a. a. 0. A
nm

. 52, 58 zu A
rt. 02

B
ernstein, a. a. 0. S. 331

R
ehheirr *1' M

ansfeld, Jacohi
Staub-Stranz, B

ernstein

StaubStranz

Jacohi, M
ansfeld

M
. u. M

. Stranz, K
om

m
entar, A

nm
. 72 u. 80 zu A

rt. 82



ぼ
滴
期
日
前

の
支
払

に
対
す

る
手
形
上

の
受
取
ば
、
第
三
者
れ
ろ
、
し
か
も

支
払

に

っ

い
て

ぼ

認
知

な
有

す

る

所

持

人
に
勤

し

て
も

、

何

等

の

数
力

・な
き

こ

と

な
謂

ふ

も
、
か

」
る
見

解
は

、

の
謂

ふ
様
に
、
取
引

の
要
求

に
よ
り
て
も
,
手
形

の
性
質

に

よ
り

て
も
必
要
と
せ

ら
ろ

・
こ
と
が
無

い
範
囲
に
於

て
、
手

形
所
持
人
の
詐
欺
的
行
爲
祉
庇
護

す
る
も

の
で
あ
ろ
と
考

へ
る
。

ぼ
此
結
論

な
償

還
義
務
者

に
つ
い
て
認
め
る
。
郎
ち
振
出
人
、
或
は
裏
書
人
が

形
式
的
橘
限
あ
ろ
手
形

所

持
人
に
支
払

へ
る
時
は

、
彼

ぼ
総

べ
て
の
請
求
看

に
対
し

て
、
支
払

の
抗
辯

を
取
得
し
、
且

つ
此

の
抗
辯

ぼ
支
払

者
の
後

者
の
利

狩
に
も
館

す
ろ

ご
謂

ふ
。

支
払

ノ
抗
辯

-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

四
七

 V
oikm

arL
oew

y, a. ::. 0. B
. 301 ff;., 305 

M
ansfeld, a. a. 0. S. 578 fg. 

W
ieland, Z

. € I. R
. B

d. 74 S. 43 

H
artm

ann, D
as D

eutsche W
echselrecht S. 376

K
reis, L

ehrht ch

des 1)e.itschen W
echselrechts:, S. 141 fg.

R
enaud, a. a. 0. S. 276 fg-.

1T
aem

ann, B
eiträge zum

 W
echselrecht m

it besonderer Ilerücksichtigung des unlauteren 'W
echselverkehrs, S.

253 ff.

B
raun, a. a. 0. S. 415

11. 0. L
ehm

ann, a. a. 0. S. 581



支
払

ノ
抗
辯
ー

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

四
八

 W
i  chter, a. :a. 0. S. 510 fg., 343 

I T
oi fm

ann, a. a. 0. S. 593 

K
och, a. a. 0. S. 218, 313 

A
dler, D

as 0esterreichische W
echselrecht S. 140 

R
ehbein, !K

om
m

entar,  A
nm

. 4 b zu A
rt. 82 

S. 754 

K
orn, a, a. 0. S. 121, 125 

1 iartm
ann, a. a. C

). S. 376 

13rachn,snn, E
ndenu.nns R

Iandbuch des D
eutschen llandel.s-, See-und W

echselrechts B
d. IV

 A
bt. II S. 246 fg. 

V
olkm

arl.oew
y, a, a. O

. S. 302 

1)ernburg, a, a. 0. S. 401, 404 fg. 

M
Ü

ilerE
rzbach, I)eutsches 1landelsrecht S. 461, 486 

B
ernstein, a. a. 0. S. 329, 191 

M
iclraelis, a. a. O

. 5. 203



但
し
上
述
し
六

の
見
解

や
、
或

に

そ

の
他

の
見

解

に
從

へ
ば

、

か

・
る
處

に

な

い

こ

と

に
な

ろ
。

支
払

ノ
抗
辯

-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
ニ
ー

(
第

一
巻
第

一
號
)

D

四
九

 StaubStranz, a, a. 0. A
nm

. 50 zu A
rt. 82 

. u. M
. Stranz, a. a. 0. A

nm
. 84 zu A

rt. 82 

G
rünhut, a, a. 0. S. 265 

Y
olk,n.trL

oew
v, a. a. 0. S. 73, 156

C
osack, a. a. 0. S. 308

H
acm

ann, R
enaud;

lV
Ü

chter, 1 [offm
ann, A

dler, T
höl

Staub-Stranz, a. a, 0. A
nm

. 50 zu:A
rt. 82 

i ernstefn, a. a. 0. S. 329 

C
osack, a. a. 0. S. 308 

1. 0. L
ehm

ann, a, a. 0. S. 549:A
nm

. 17 

M
 illerE

rzbach, a, a. 0. S. 461, 486 

K
orn, a. a. 0. S. 121 

M
ichaeIis, a, a. 0. S. 203 

1,essing, Scheckgesetz, S. 163



支
携

ノ
抗
辯

-

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
ー

(
第

一
谷
第

一
號
)

.D

五
〇

R
ehlein, a.  a. 0. S. 125 

StaubStranz, a. a. 0. A
nm

. 50 zu A
rt. 82 

1>
ernburl;, a. a. 0. S. 401: ff., 404 

~T
Ü

llerl!;rzbach, a. a. 0. S. 461, 486 

C
osack, a. a. 0. S. 308 

B
ernstein, a, a. 0. S. 191, 329 

1l ichachs, a. a, 0. S. 203 

. u. i11. Stranz, a. a. 0. A
nm

. 84 zu A
rt. 82 

G
rünhut, a, a. 0. S. 264 A

nm
. 5 

B
ernstein, a. a. 0. S. 329 

iillcrE
rzbach, a. a. 0. S. 461 

StaubStranz, a. a,. 0. A
nm

. 50 zu A
rt. 8: 

M
ichaclis, a. a. 0. S. 203 

('osack, a. a, 0. S. 308



支
払

ノ
抗
辯

1

ー
手

形
抗
辯

研
究

ノ

二
i

(
第

一
巻

第

噌
號

)

D

五

「.一

 C
osack, a. a. 0. S. 308 

Staubstranz, a. a. 0. A
nm

. 50 zu A
rt. 82 

C
anstein, a. a. 0. S. 419 

H
ahn, a. a. 0. S. 146 

StaubStranz, a, a. 0. A
nm

. 58 zu A
rt. 82 

H
artm

ann, a. a. O
. S. 377, 379 

C
osack, a. a. 0. S. 308 

K
reis, a. a. 0. S. 141 fg. 

\V
.ehter, a. a. 0. S. 343 

R
ehbein, a. a. 0. A

nm
. 4 b zu A

rt. 82 

1>
ernstein, a. a. 0. S. 331 

K
och, a. a. O

. S. 315 

1kaclim
ann, a. a. 0. S. 233, 265 

L
adenburg, 'M

isch A
rchiv. B

d. 27 S. 60



丈
梯

ノ
抗
辯
f

手
形
抗
辯

研
究

ノ
二
1

(
第

一
巻
第

一
號
)

D
.

五
二

尚
彼
に

二
九
丘
頁
の
註

二
〇
に
於
て
、

逝
常
の
民
事
的
取
引

に
於
て
も
、
類
似
的
現

象

、

即

ち
假
装

ぜ
ら
れ
お
證
書

か
ら

生
す

る
檬
利
の
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て
居

る
。
譲
渡
は
、
從
前

は
軍

に
外
観
的

に
の
み
存
在

し
、
し
か
も

眞
實

に
於

て
は
欠
訣
ぜ

る
債
務

の
発
生

々
意
味
し
て
膚
ろ
。
譲
受
人
は
、
處

分
的
行
爲

を
な
す
無

僅
利
者
な
通
じ
て
債
権

な
取
得
す

う
け
れ

.ε
も
、
乍
然
、
そ
れ
の
権
利

が
譲
受
人
に
移
転

す
る

の
で

に
な

い
と
謂

ふ
。

も
そ

の
主
旨

に
於
て

一
致
す

ろ
庭

あ
ら
ば
、
そ
の
表
現
は
、
之
な
孚

ふ
の
要
が
な

い
で
あ
ら
う
と
謂
ふ
。

Q
毫
)

受
領
者
に
対
す

う
の
み
な

ら
ず
、

そ
の
前
者
及

び
後
者
に
鍬

す
ろ
関
係

も

同
様

問
題

ぜ
な
リ
得

る
繹

で
あ
る
が
.

其
等

に
対
す

ろ

関
係

に
、

(
一
)
に
於

て
論
述
し
六
虜

ε
、
受
領
者
に
対
す

ろ
関
係

に
於
て
述
ぶ
ろ
庭

か
ら
、
容

易
に
推

知
し
得
る
か
ら
之
な
省
略
す

 V
o1l;m

ar.T
,oew

y, a. a. 0. S. 302 

[ [ellw
ig, a, a. 0. S. 294 A

nm
. 17 

W
ieland, Z

. 11. R
. 1ld. 74 S. 43 fg. 

Jacobi, a. a. 0. S. 273

H
ellw

ig, a. a. (). S. 294 fg.

Jacobi, a, a. 0. S. 275

M
ansfeld, S. 579

11. O
. L

ehm
ann, a, :t. 0. S. 583 ff.; R

ehbein, a. a. 0. S. 127; StaubStranz, a, a. 0. A
nm

. 59 zu A
rt. 82; 

L
'ernstein, a. a. 0. S. 334; M

ichaelis, a, a. 0. A
nm

. 10 zu A
rt. 18



ろ
o

受
領

者
ご
償
還
義
務
な
履

行
ぜ
ろ
者
自
均

と
の
関
係

は
(
一
)
で
述

べ
れ
虚

か
ら
容
易
に
到

明
す
う
か
ら
、
此
鮎
に
は
鯛
れ
な

い
。

(
彼

に
所
持
人
が
振
出
人

、
裏
書
人
に
よ
る
自
己

へ
の
支
払

か
ら
、
引
受

人
に
よ
り
抗
辯

を
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